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ごあいさつ 

 

 

熊本市では、市民の皆様が安全で心豊かに暮らせる地域づくり 

の推進のため、これまで、地域や関係団体の皆様方と連携した 

防犯活動を推進するなど、犯罪の未然防止に取り組んでまいり 

ました。 

また、刑事司法機関及び更生保護支援団体、地域団体等の皆様 

には、“社会を明るくする運動”を通して、犯罪や非行の防止はもとより、犯罪をした人等

の更生や、犯罪の原因となる社会環境の改善に向けた啓発活動などに熱心に取り組んでい

ただいているところです。  

このようなことから、本市における令和元年の刑法犯検挙人員は、１，１０７人となっ

ており、平成１６年以降、年々減少しておりますが、一方で、再犯者数は近年６００人前

後で推移しており、再犯者数が刑法犯検挙人員の半数を占める状況は、犯罪被害の防止を

推進するうえで、大きな課題となっております。 

そこで、本市では、犯罪をした人等が社会で孤立することなく、地域社会の理解と協力 

を得ながら、円滑な社会復帰を支援するため、「熊本市再犯防止推進計画」を策定いたし

ました。 

 本計画は、犯罪をした人等の人権を尊重し、就労や住まいの確保など、安定した生活基

盤の確立に向けた支援を行うことで、再犯を防止し、市民の皆様が犯罪による被害を受け

ることなく、安全で安心して暮らせる社会の実現を目指すものです。 

 今後は本計画に基づき、再犯防止関係機関・団体の皆様との連携をより一層深め、再犯

防止を図る施策を総合的かつ計画的に推進してまいりますので、引き続き、皆様の御理解

と御協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 結びに、本計画の策定にあたり、御協力いただきました法務省をはじめ、熊本県及び熊

本県警察、更生保護団体、熊本市再犯防止推進連絡会委員の皆様方に心から御礼を申し上

げ、御挨拶といたします。 

 

 

   令和 3 年（２０２１年）３月 
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第１章 計画策定の趣旨 

 

１ 計画の目的                              

熊本市に おいて 、犯罪 をした 人等が 社会 で孤立す ること なく、 地域社 会の 

理解と協力を得ながら、円滑な社会復帰を果たすことにより再犯することを防止し、

市民が犯罪による被害を受けることがないよう、再犯の防止等（少年の非行防止等を

含む。）に関する基本理念・推進施策等を定めた「熊本市再犯防止推進計画」を策定

し、すべての市民が安全で安心して暮らせる社会を実現します。 
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２ 計画の位置づけ                            

再犯の防止等の推進に関する法律第８条第１項に定める「地方再犯防止推進計画」

として、熊本市における再犯防止推進施策を総合的かつ計画的に推進する計画と 

します。 

計画の推進にあたっては、熊本市第７次総合計画及び関連する諸計画との整合性を

図るとともに、「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現

を目指す SDGs（Sustainable Development Goals＝持続可能な開発目標）1の理念を 

踏まえ、施策を実行していきます。 

 

 
1 SDGs（Sustainable Development Goals＝持続可能な開発目標） 2015 年 9 月の国連サミットで採択された「持続

可能な開発のための 2030 アジェンダ」にて記載された 2016 年から 2030 年までの国際目標のことであり、17 のゴ

ール・169 のターゲットから構成されています。（詳細は資料編 81 ページ参照） 

 

●第 2 次熊本市人権教育・啓発基本計画 

●第 2 次熊本市男女共同参画基本計画 

●第 2 次熊本市消費者行政推進計画 

●第 4 次熊本市地域福祉計画・地域福祉活動計画 

●熊本市障がい者生活プラン 

●熊本市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画

（くまもとはつらつプラン） 

●熊本市子ども輝き未来プラン 2020 

●熊本市生涯学習推進計画 

●熊本市住生活基本計画 

●熊本市高齢者居住安定確保計画 

 

 
庁内関連計画 

国 

再犯防止推進計画 

熊本県 

再犯防止推進計画 

●熊本市再犯防止推進連絡会 

●熊本市安全安心まちづくり推進協議会 

 
 

連
携 

再犯の防止等の推

進に関する法律 

上位計画 

上
位
計
画 

整
合
・
連
携 

熊本市第７次総合計画 

熊
本
市
再
犯
防
止
推
進
計
画 
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３ 計画の対象者                             

 

本計画の対象者は、犯罪をした人（起訴猶予者、執行猶予者、罰金・科料を受けた

人、矯正施設2出所者、非行少年3若しくは非行少年であった人等）で、更生の思いが 

あり、本市において、住居・就労の確保や保健医療・福祉サービス、修学等の支援が

必要な人を対象とします。 

また、必要に応じて、これらの家族と犯罪被害に遭われた人も対象とします。 

 

 

４ 計画の期間                              

令和３年度（２０２１年度）から令和５年度（２０２３年度）までの３年間と 

します。 

なお、社会情勢の変化や国の計画及び本市の再犯に関する取組状況等を踏まえ、 

令和５年度末に次期計画を策定することとしています。 

 

 

2 矯正施設 刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所及び婦人補導院 

3 非行少年 少年法が家庭裁判所の審判に付すべきとする犯罪少年、触法少年及びぐ犯少年の総称 

 

年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

計画の種類 （令和3年度） （令和4年度） （令和5年度） （令和6年度）

（国）再犯防止推進計画

熊本市第7次総合計画

熊本市再犯防止推進計画

熊本市第7次総合計画

（国）再犯防止推進計画

熊本市再犯防止推進計画

次期計画

次期計画

次期計画
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第 2 章 再犯防止を取り巻く現状と課題 

 

１ 犯罪・非行の現状と課題                        

 
（１）犯罪及び再犯の現状 
 

ア 全国の刑法犯4の認知件数5は、平成１５年以降減少し、令和元年は、約７４万 

８千件となっております。〔グラフ 1 参照〕 

一方で、刑法犯の検挙人員6に占める再犯者率7は、平成９年以降年々上昇し、 

令和元年は、４８．８％で全体の約半数近くとなっており、犯罪抑止の大きな 

課題となっています。〔グラフ２参照〕 

 

 
4 刑法犯 殺人、強盗、窃盗など「刑法」等の法律に規定する罪を犯した者。交通事故（業務上過失致死傷・危険運

転致死傷等）は、含みません。 

5 認知件数 警察等捜査機関が被害届などを受けて犯罪の発生を把握した件数 
6 検挙人員 警察等が検挙し、検察官に送致・送付した事件の被疑者の数 

7 再犯者率 検挙等された人の中に、過去にも検挙等された人がどの程度いるかを見る指標 

グラフ 1 

刑法犯認知件数・検挙人員・検挙率の推移 

出典：令和 2 年版犯罪白書 
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イ 熊本市における刑法犯の認知件数は、県と同様に平成１６年以降減少し、 

令和元年は、３，５１７件となっています。〔グラフ 3・表１参照〕 

 

  

資料；警察庁・熊本県警察（暦年） 

（単位：件）  表 1 刑法犯認知件数 

グラフ 2 刑法犯検挙人員中の再犯者人員・再犯者率の推移 

グラフ 3 

資料；熊本県警察（暦年） 

 

平成15年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年

熊本市 14,007 5,460 4,712 4,420 3,784 3,517

熊本県 28,973 10,274 8,923 8,288 6,932 6,498

全国 2,790,136 1,098,969 996,120 915,042 817,338 748,623

 
出典：令和 2 年版犯罪白書 
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8,923 
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2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年

刑法犯認知件数（熊本県・熊本市)

熊本県 熊本市

（件） 
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ウ 熊本市における令和元年の刑法犯検挙人員は、１，１０７人（触法少年8を除く。） 

 となっています。 

 

エ 熊本市における刑法犯罪種別検挙人員については、窃盗犯が一番多く、続いて

粗暴犯となっています。〔グラフ 4 参照〕 

令和元年の罪種別の再犯者9数は、窃盗犯が最も多く、３０１人（５３％）と 

なっています。〔表 2 参照〕 

 

 

 
8 触法少年 14 歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年 

9 再犯者 ２度以上の刑法犯により検挙された人 

資料；熊本県警察（暦年） 

 

 表２ 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

刑法犯罪種別検挙人員の推移（熊本市）

凶悪犯 粗暴犯 窃盗犯 知能犯 風俗犯 その他 総合計数

915

702
699 655

568

383
365 270 332 334

（人）

資料；熊本県警察（暦年） 

グラフ 4 

平成 27 年  平成 28 年  平成 29 年    平成 30 年   令和元年 

総数（人） 

1,547     1,264     1,209     1,212    1,107 

令和元年の罪種別再犯者数（熊本市） 

令和元年 犯罪者数（人） 再犯者数（人） 再犯者率（％）

凶悪犯 14 5 36

粗暴犯 334 170 51

窃盗犯 568 301 53

知能犯 51 24 47

風俗犯 33 13 39

その他 107 51 48
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オ 熊本市における令和元年の刑法犯検挙人員中の再犯者数は５６４人、再犯者率

は５０．９％となっています。 

近年の再犯者数は 600 人前後で推移しており、また、再犯者率は５０％前後と

なっています。〔グラフ５参照〕 

 
 

 

 

カ 熊本市における再犯者の年代別構成割合は、各年代とも大きな差異はなく、 

１２％から２０％で推移しています。６０歳以上の割合は、約３割前後で推移 

しています。〔グラフ６参照〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料；熊本県警察（暦年） 
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キ 熊本市における成人の令和元年の刑法犯検挙人員は９８１人（犯行時少年を除

く。）です。うち６５歳以上の高齢者は２２２人（２２．６％）で、そのうち 

１０７人（４８．２％）が再犯者となっています。〔グラフ７参照〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ク 国の再犯防止推進計画によると、６５歳以上の高齢者が、刑務所出所後２年 

以内に再入所する割合が最も高いほか、出所後５年以内に再入所した高齢者の 

うち約４割は、出所後 6 か月未満という短期間で再犯に至り再入所となったもの

です。 

また、知的障がいのある受刑者10についても、全般的に再犯に至るまでの期間が

短くなっています。 

 

ケ 熊本県内の令和元年の特別法犯11全体の検挙件数（９３１件）は減少傾向にあり

ますが、その中でも、薬物犯罪12（１９５件）はほぼ横ばいとなっています。 

薬物犯罪では覚せい剤取締法違反が最も多く、近年では、大麻取締法違反が 

増加しています。〔グラフ８参照〕 

 

10 受刑者 懲役刑、禁錮刑又は拘留刑の執行を受けている人 

11 特別法犯 刑法犯以外の罪で、危険運転致死傷及び過失運転致死傷等の罪を除いたもの 

12 薬物犯罪 麻薬取締法、大麻取締法、覚醒剤取締法等に違反して、麻薬や覚醒剤等の危険・有害な薬物を乱用した

り，それらの輸入・販売等をする犯罪 
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資料；熊本県警警察（暦年） 
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コ 全国の令和元年における覚せい剤取締法違反の成人検挙再犯者のうち、同一 

罪名での再犯者率は、平成元年以降で最も高い６６．９％となっています。 

熊本県では、平成３０年の特別法犯総数１６６人のうち１３３人が覚せい剤 

取締法違反者で、そのうち１１９人（８９．５％）が再犯者となっています。 

 

  サ 熊本県内の暴力団構成員等の令和元年中の検挙人員は、１７１人、検挙件数は、

２０３件で、薬物犯罪５６件、凶悪・粗暴犯４９件、財産犯４９件、その他４９

件となっています。その再犯者数は１５１人で再犯者率は８８．３％となってい

ます。 

 

資料；熊本県警察（暦年） 
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（２）犯罪の未然防止に向けた課題 

 

ア 刑法犯認知件数及び特別法犯検挙件数は、犯罪抑止に向けた関係行政機関及び民

間団体、地域団体等の様々な取り組みによって、年々減少している一方で、刑法犯

等の再犯者数は６００人前後と横ばいで推移しており、その割合は刑法犯検挙人員

の約半数を占めるまでに至っていることから、犯罪被害の防止を推進するうえで再

犯防止は大きな課題となっています。 

 

イ 犯罪や非行の未然防止と犯罪をした人等の更生について、それぞれの立場におい

て力を合わせ、犯罪のない地域社会を築こうとする全国的な運動である“社会を明

るくする運動13”への関心と理解をさらに深めていく必要があります。 

 

ウ 地方公共団体には、犯罪をした人等の情報が十分でないことから、関係機関と  

連携を深め、情報の共有を図りながら、支援を必要とする矯正施設の満期出所者や

保護観察14中の人等に対する支援体制を充実していく必要があります。 

 

エ 高齢者や障がい者の中には、適切な医療・福祉サービスが必要な場合もありま

す。自立した生活を送るために、各種サービス情報の提供や特性に応じた多様な支

援策を図る必要があります。 

 

オ 薬物事犯者は、薬物依存症である場合が多いことから、薬物依存症からの回復に

向けた治療・支援を継続していくために、医療機関や精神保健福祉センター、自助

グループ等の連携した取り組みが必要です。 

 

  カ これらの課題の解決に向けた取り組みとしては、関係機関・団体等の連携強化と

犯罪をした人等の特性に応じた取り組み、さらには、更生に対する市民や地域社

会の理解を促進していくことが必要です。 

  

 
13 社会を明るくする運動 犯罪や非行の防止と罪を犯した人の更生について理解を深め、犯罪のない地域社会を築

こうとする全国的な運動 
14 保護観察 犯罪をした人又は非行のある少年が、社会の中で更生するように、保護観察官及び保護司による指導

と支援を行うもの 
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（３）少年非行の現状 

  

ア 熊本市内の刑法犯少年は、平成１1 年以降減少し、令和元年は、１７８人と 

なっています。〔グラフ９参照〕 

そのうち触法少年は５４人で、全刑法犯検挙人員１，１６１人（触法少年を 

含む。）の１５．３％を少年が占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 非行総数は、平成１５年以降、減少傾向にあります。しかし、万引きなどの 

初発型非行が高水準で推移するとともに、スマートフォンが少年にも広がる中、

インターネット利用による犯罪被害も多発しています。 

 

ウ 熊本市内の不良行為少年は、５４７人で、学識別では「高校生」、行為別では 

「深夜徘徊」が最も多くなっています。 

 

エ 刑法犯少年を罪種別で見ると、「窃盗犯」が最も多く全体の６１．３％を占め、

次いで暴行・傷害・恐喝等の「粗暴犯」が１９．８％となっています。 

また、原因・動機別では、「利欲」が最も多く、全体の７０．０％を占め、次に

「憤怒」となっており、罪種との関連性がうかがえます。〔グラフ 10・11 参照〕 

 

 

 

 

 

 

 

資料；熊本県警察（暦年） 
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オ 熊本県内の令和元年の少年相談の受理件数１，５０５件のうち、少年自身から

の相談件数は２９６件、保護者等からの相談件数は１，２０９件となっています。 

相談内容は「家庭問題」が最も多く、次に「非行問題」、「犯罪被害」、「学校問題」

となっています。 

 

カ 国の再犯防止推進計画によると、高等学校進学率は、９８．５%であるが、非行

等に至る過程で、又は非行等を原因として、高等学校を中退する人も多く、少年

院15入院者の約３７％、入所受刑者の約２５%が高等学校を中退しています。 

 

 

  

 

15 少年院 家庭裁判所から保護処分として送致された少年等に対し、矯正教育、社会復帰支援等を行う施設 

グラフ 10 グラフ 11 
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（４）少年非行・被害の未然防止に向けた課題 

 

  ア 非行の背景には、規範意識の低下、人間関係の希薄化、家庭環境の変化や虐待、

貧困や格差の問題等、児童生徒を取り巻く様々な課題が絡み合っており、さらに

はこれらの課題を少年が一人で抱え込み、追い込まれて非行に走るという背景が

考えられます。 

 

イ 家庭や学校の指導・教育に基づく少年の規範意識の向上はもとより、少年が 

孤立して非行に走ることがないように、地域社会全体で少年を見守ることが大切

です。そのためには、関係機関・団体等が連携して、本人及び家族の困りごとなど

の相談に応じ、適宜助言等を行うなど、地域ぐるみで支援に取り組むことが必要

です。 

また、対象者の特性に応じ、創作・体験活動等の社会参加活動に参加させるこ

とにより、学校・職場等での人間関係の構築に必要なコミュニケーション能力の

伸長を図ることも重要です。 

 

  ウ 少年に対して、修学による生活基盤の確立が重要であることから、関係機関や

民間ボランティア等との連携を一層推進し、犯罪をした人等の継続した学びや進

学・復学のための相談・学習支援等による立ち直り支援の取り組みが必要です。 
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２ 矯正施設・更生保護16の現状と課題                   

（１）矯正施設・更生保護の現状 

ア 全国の矯正施設の令和元年における入所受刑者のうち、再入者の人員は、 

１０，１８７人であり、そのうち、再入者率は、５８．３％となっています。 

 

イ 全国では、再入者は、初入者と比べて保護処分歴のある人の割合が高く、特に

２９歳以下では約６割の人に保護処分歴があります。 

 

ウ 全国では、入所受刑者の入所前の住居の状況は、初入者と比べて再入者が、 

住居不定の占める比率が高くなっています。 

令和元年の再入者のうち２１．５％が住居不定の人でした。 

 

エ 熊本県では、刑務所出所者等の就労支援対象者のうち、就職した者は、約４６％

（過去５年平均）となっています。〔グラフ１２参照〕 

また、全国では約４２%（過去５年平均）となっています。〔グラフ１３参照〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 更生保護 犯罪をした人や非行のある少年を社会の中で適切に処遇することにより、その再犯を防ぎ、非行をな

くし、これらの人たちが自立し改善更生することを助けることで、社会を保護し、個人と公共の福祉を増進しよう

とする活動 

資料；法務省 
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オ 入所受刑者の就労状況を全国でみると、初入者よりも再入者の方が無職者の 

占める比率が高くなっています。 

令和元年の再入者のうち、７１．１％が無職者でした。 

 

カ 全国では、入所受刑者のうち、再入者の再犯期間は、前刑出所日17から２年未満

で再犯に至った人が６割近くを占めています。 

令和元年では、出所から１年未満で再犯に至った人は、３６．８％であり、 

３月未満という短期間で再犯に至った人も１０．７％となっています。 

 

キ 熊本県内の協力雇用主18は、令和元年では４８８社が登録されており、実際に 

雇用しているのは４２社、４８人の雇用となっています。〔表 3 参照〕 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

17 前刑出所日 前回の刑の執行を受けて出所した日 

18 協力雇用主 犯罪・非行の前歴のために定職に就くことが容易でない刑務所出所者等をその事情を理解した上で

雇用し、改善更生に協力する民間の事業主 

資料；法務省 

 

グラフ 13 

資料；法務省 

 

熊本県の協力雇用主の状況 表 3 

熊本県 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 令和元年

協力雇用主数（社） 311 327 440 494 488

実績のある雇用主（社） 22 14 20 20 42

雇用される刑務所出所者（人） 29 22 32 32 48

　※平成28年から31年は4月1日現在の数値である。

　※令和元年は10月1日現在の数値である。
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ク 熊本市の協力雇用主は１０３社（令和２年４月現在）が登録されており、その

うち、業種では建設業が５８社と最も多く、５６％を占めています。〔表４参照〕 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

ケ 保護司19は、処遇活動を通して、保護観察対象者の改善更生を支えるとともに、

地域社会や関係機関・団体等への多様な働きかけを通じて、犯罪や非行を生まな

い地域づくりに大きく貢献されています。 

熊本市の保護司数はほぼ横ばいですが、令和２年度は２９１人となっており、

定数の３２０人をやや下回っています。〔表５参照〕 

 

 

 

 

 

 

 

19 保護司 犯罪をした人や非行のある少年の立ち直りを地域で支えるボランティアで、法務大臣から委嘱を受けた

非常勤の国家公務員。保護観察の実施、犯罪予防活動等の更生保護に関する活動に従事 

熊本市協力雇用主数（令和２年 4 月１日現在） 

資料；熊本保護観察所 

表４ 

表５ 

資料；熊本保護観察所 

熊本市の保護司の状況 

熊本市（1月末） 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年

熊本市保護司数（人） 285 288 294 296 291

熊本市保護司平均年齢（歳） 64.78 64.76 64.66 64.7 64.03

熊本市保護観察対象者数（人） 190 194 165 138 156

業種 社数 割合%

建設業 58 56

製造業 4 4

飲食業 2 2

医療福祉業 6 6

その他サービス業 12 11

卸小売業 5 5

運送業 5 5

電気・ガス・水道工事 5 5

農林漁業 2 2

その他 4 4

合計 103 100
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（２）更生保護における課題 

ア 熊本刑務所を満期で出所した人のうち、過去５年平均で約２４％（全国では約

２0％）の人が適当な帰住先20が確保されないまま刑務所を出所しており、自立 

更生者の安定した生活の場となる帰住先の確保が課題となっています。 

〔グラフ１4・１5 参照〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 国の再犯防止推進計画によると、刑務所に再入所した人のうち、約 7 割が 

再犯時に無職であり、また、無職者の再犯率21は、有職者の約３倍となって 

います。 

自立更生者の安定した就労先の確保が課題となっています。 

 

20 帰住先 矯正施設から出所、出院等した後に居住する予定の住居などのこと 

21 再犯率 犯罪により検挙等された人が、その後の一定期間内に再び犯罪を行うことがどの程度あるかを見る指標 

グラフ 14 

資料；法務省 

 

資料；法務省 

グラフ 15 
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ウ 熊本市では、協力雇用主として活動している企業等の約 5 割が建設業であり、

多様な業種の協力雇用主の確保が必要です。 

協力雇用主制度の周知と事業者の理解を深め、協力雇用主の登録推進と業種を

拡充する必要があります。 

 

エ 犯罪防止活動や保護観察等、再犯を防止するうえで、今後も安全・安心な社会

構築に向けて、保護司をはじめ、更生保護ボランティアの方の継続した確保が 

必要です。  
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３ 熊本市再犯防止推進モデル事業（平成 30 年度～令和 2 年度）       

 
（１）実態調査 (平成３０年度） 

 
  
【支援対象者への調査】 
 
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【協力雇用主への調査 (60 社)】       【未協力雇用主への調査（85 社）】 

 

 

 

 

 

 

 

保護観察中の方（44 人）の協力雇用主 

に希望する業種 

矯正施設入所者（97 人）の出所後 

に希望する業種 

協力雇用主として雇用した支援対象者の 

平均的な勤務継続期間 
協力雇用主制度の認知度 



23 

 

【支援団体等へのヒアリング】 

〔主な意見〕 

・社会復帰後の住居及び就労の確保とそれに対する社会の理解促進が必要 

・対象者は犯歴を開示せず就職し、犯歴が知れることへの不安がある 

・犯罪や非行をした人への福祉的サービス等の情報提供が必要 

 

 

（２）就労支援事業（令和元年度～２年度） 

  

ア  社会復帰応援企業「求人情報誌」の発行 

令和元年 10 月 250 部 令和２年２月 470 部 

令和 2 年 9 月 430 部  令和 3 年 1 月 430 部 

        ☞ ３人就職（令和３年２月現在） 

 

イ  社会復帰応援「企業セミナー」の実施 

令和元年 11 月開催 

参加企業 22 社   参加人数 37 人 

   ☞ 協力雇用主制度に興味を持った 90％ 

 
    令和 3 年 3 月 動画（DVD）作成 
 
 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

社会復帰応援企業求人情報誌  

Change（チェンジ）！ 

（人） 
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ウ  社会復帰応援「企業説明会・個別面談会」の実施 

   （令和元年 11 月、令和２年２月開催、参加企業 18 社、参加者 10 人） 

     ☞ 2 人就職（令和２年７月末現在） 

 

エ  「介護職員初任者研修養成講座」の実施 

（令和２年１月～２月、全 23 回開催、参加者３人） 

   ☞ 全員修了・資格取得済み 

     介護事業所へ就職２人・介護資格講座受講１人 

 
 

 

 
 

（３）モデル事業から見えた課題 

 

ア 協力雇用主の多い業種と支援対象者が希望する業種が必ずしも一致していな

いことから、現状を踏まえた支援対象者への就労支援や協力雇用主の業種の拡

大が課題となっています。 

 

イ 未協力雇用主においては、協力雇用主制度の認知度が低いことから、関係機

関が連携して協力雇用主制度の周知を図り、事業者の理解を深める必要があり

ます。 

 

ウ 求人情報誌は主に保護司が活用しており、協力雇用主と支援対象者を結ぶ有

効なツールとなりました。 

今後は、保護観察所22や経済界と連携し、就労状況の把握に努めるとともに、

求人情報の提供を進め、より効果的な支援につなげる必要があります。 

 

エ 企業説明及び個別面談会で２人の支援対象者が就労することができたこと 

から、求人誌の活用や関係団体等との連携により説明会参加企業を増やし、面

談に結び付けていくことが重要です。 

 

オ 介護職員初任者研修養成講座においては、３人の参加者全員が資格取得を果

たし、うち２人が介護事業所に就職するなど、効果があったことから、今後も

就労に向けた講座等の開催や情報の提供が必要です。 

 
22 保護観察所 法務省の地方支部局で、保護観察に付された犯罪をした人等を社会の中で更生するように、保護観

察官及び保護司による指導と支援等を行う機関 

＜受講生の感想＞ 

・研修で学んだことを忘れず毎日勉強して、プロの介護士になりたい。 
・利用者に愛され、親しみやすい介護職員を目指して一生懸命働きたい。 

・介護の在り方がよく理解できた。これからはこの知識を生かしたい。 
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４ 再犯の防止に向けて                          

   

「第２章 再犯防止を取り巻く現状と課題」をまとめると、次のような主な

課題があります。 

 

ア 犯罪や非行の防止と支援対象者の更生に対する市民や地域社会の理解を

促進するため、関係機関・団体との連携強化と“社会を明るくする運動”の 

推進が必要です。 

 

イ 犯罪をした人の約半数は再犯者であることから、安定した生活基盤を 

確立し、円滑な社会復帰を支援していくことが必要です。 

 

ウ 矯正施設への再入者のうち２１．５％が住居不定の人であり、また、出所 

した人の約２４％が適当な帰住先が確保されないまま出所しているなど、 

帰住先（住まい）の確保が必要です。 

 

エ 再入所者の約 7 割が再犯時に無職であり、また、無職者の再犯率は有職

者の約 3 倍となっており、自立した生活を送るためにも、就労先の確保が

必要です。 

 

オ 協力雇用主の多い業種と支援対象者の希望する業種が、必ずしも一致 

していないため、現状を踏まえた就労支援や協力雇用主の登録促進と業種

の拡大が必要です。 

 

カ 高齢者や障がい者、薬物事犯者には、適切な医療・福祉サービスが必要な

場合があり、サービス情報の提供や特性に応じた支援が必要です。 

 

キ 少年が孤立して非行に走ることがないよう、地域社会全体で少年を見守

ることが大切で、関係機関等が連携した地域ぐるみでの支援が必要です。 

 

そして、これらの課題の解決に向けて、本市では、関係機関・団体等と連携し

て、各種推進施策に取り組むとともに、犯罪をした人等や保護司等の支援者に

対し、必要な情報を提供することで、円滑な社会復帰の促進と再犯の防止を図

ることとします。 
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第 3 章 基本理念・基本方針 

 

１ 基本理念                               

 

犯罪をした人等の人権を尊重し、地域社会の理解と協力を得ながら、円滑な社会復

帰を支援することで、再犯を防止するとともに、あらゆる犯罪の被害に遭うことのな

いよう「犯罪や非行のない、だれもが安全で安心して暮らせる社会」の実現に寄与し

ます。 

 

２ 基本方針                               

 

犯罪をした人等が、社会において孤立することなく、再び地域社会を構築する一員

となるよう、次の推進施策に取り組みます。犯罪をした人等の支援に際しては、被害

に遭われた人の心情等に最大限配慮し、再犯防止に取り組みます。 

 

（推進施策） 

（１） 国・県・関係団体との連携強化と広報・啓発の推進 

（２） 住居の確保に関する支援 

（３） 就労の確保に関する支援 

（４） 保健医療・福祉サービスの利用促進 

（５） 非行の防止と修学支援 

（６） 犯罪をした人等の特性に応じた指導・支援 

 

３ 成果指標                              

     

熊本市の刑法犯検挙人員中の再犯者数を４５０人以下とします。 

    （基準値：令和元年刑法犯検挙人員中の再犯者数５６４人） 
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第４章 施策の展開 
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１ 国・県・関係団体の取り組み                      

熊本地方検察庁 

＊事案に応じて、自治体等とケース会議などを行い連携し、対象者を適切な機関に

つなげています。 

熊本刑務所 

＊帰住地のない受刑者について、保護観察所や地域生活定着支援センター23と連携

して、希望地の更生保護施設や自立準備ホーム24へ帰住させるように取り組んでい

ます。 

また、「社会を明るくする運動」や矯正展の開催に取り組んでいます。 

熊本少年鑑別所（法務少年支援センターくまもと） 

＊少年鑑別所法第１３１条に基づき、児童福祉機関・学校・教育機関などの青少年

の健全育成に携わる関係機関・団体と連携を図りながら、地域における非行及び 

犯罪の防止に関する活動や健全育成に関する活動などに取り組んでいます。 

熊本保護観察所 

＊”社会を明るくする運動”の強調月間である毎年７月には、”社会を明るくする運動”

熊本市推進大会を開催し、市長に対し内閣総理大臣及び熊本県知事メッセージを 

伝達するなど、広く市民に犯罪の防止と犯罪をした者等の更生について理解を深め

てもらうよう取り組んでいます。 

熊本県警察 

＊出所者等の自立・更生への支援等を目的として、熊本県更生保護協会において 

「熊本県社会復帰支援ネットワーク協議会」が開催されているため、情報交換や 

意見交換を実施し、連携して再犯防止の推進に取り組んでいます。 

＊少年警察ボランティア員に対して、活動に必要な知識・技能に関する研修その他

活動に資する支援を実施しています。 

 
23 地域生活定着支援センター 高齢又は障がいを有することにより、福祉の支援が必要な刑務所等の矯正施設退所

予定者を対象に、退所後、円滑に福祉サービス（社会福祉施設への入所など）を受けられるよう、地域における社

会生活への移行、自立促進を図るための支援を行う施設 
24 自立準備ホーム あらかじめ保護観察所に登録されたＮＰＯ法人等がそれぞれの特長を生かして自立を促す施設

で、保護が必要なケースについて、保護観察所から事業者に対して宿泊場所、食事の提供と共に、毎日の生活指導

等を委託（県内では熊本ＤＡＲＣなど） 

第１節 国・県・関係団体との連携強化と広報・啓発の推進 
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熊本県地域生活定着支援センター 

＊医療や福祉、行政、教育関係機関とネットワーク協議会を開催するとともに、 

事業の普及・啓発を図るため、関係機関からの要請に応じて事業説明を行い、協力

機関の拡大や受け入れ先の確保に取り組んでいます。 

熊本県暴力追放運動推進センター 

＊効果的な暴力団排除対策を推進するため、関係行政機関（国：熊本労働局・熊本

保護観察所・熊本刑務所、県：労働雇用創生課・熊本県警察）、「受入れ協賛企業」

及び当センター役職員を構成員とする「暴力団社会復帰対策連絡会」を設置し、毎

年度の定例会開催など連携を強化して、暴力団離脱者の社会復帰を支援しています。 

熊本市保護司会連絡協議会 

＊地域の関係機関・団体と連携しながら、地域で更生保護活動を行うための拠点と

して、更生保護サポートセンター25を市内全ての地区に設置し、活動しています。 

更生保護法人26熊本県更生保護協会 

＊関係団体（熊本県保護司会連合会・熊本県更生保護女性連盟・熊本ＢＢＳ27会等）

への助成を行っています。また、機関誌「くまもと更生保護」を発行し、関係機関

団体に対する広報連絡を行っています。 

熊本県更生保護女性連盟 

＊更生保護施設へ、食事の提供や自立のための料理教室開催などの支援を行って 

います。 

また、青少年の健全育成及び不幸にして罪を犯した人や非行少年の立ち直りを 

支援するため、学校・保護司会・警察等と連携し、市内の各地域において開催され

る様々なイベントに参加し、犯罪予防活動等に係る啓発・広報活動を行っています。 

更生保護法人 熊本自営会 

＊犯罪予防活動について、保護観察所・熊本県・熊本市・保護司会・更生保護女性

連盟等と連携して、犯罪や非行をした人の立ち直りについて、地域社会の理解を求

めています。 

 

 
25 更生保護サポートセンター 保護司会が地域の関係機関等と連携しながら、更生保護活動を行うための拠点 

26 更生保護法人 法務大臣の認可を受けて更生保護事業を営む民間の団体 

27 ＢＢＳ会（Big Brothers and Sisters Movement） 非行少年等さまざまな立場の少年に「兄」や「姉」のような

立場で接し、 一緒に悩み、一緒に学び、一緒に楽しむことを通じて、少年の立ち直りや自立を支援するとともに、

非行防止活動を行う青年ボランティア団体 
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NPO 法人 熊本ダルク 

＊「熊本 DARC ニュース」を通して、各関係団体関係者・利用者等からの記事の掲載

やセミナー・フォーラム等の案内を行っています。 

 

“社会を明るくする運動” ～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～ 

 
更生ペンギンのホゴちゃんとサラちゃん 

シンボルマーク幸福（しあわせ）の黄色い羽根 

“社会を明るくする運動”は、全ての国民が、犯罪や非行の防止と罪を犯した人たち

の更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない

明るい地域社会を築こうとする法務省主唱の運動です。 

【行動目標（この運動が目指すこと）】 

１ 犯罪や非行を防止し、安全で安心して暮らすことのできる明るい地域社会を築く 

２ 犯罪や非行をした人が再び犯罪や非行をしないように、その立ち直りを支えること 

【強調月間】毎年７月１日から同月３１日までの１か月間  

～熊本市における主な取組～ 

＊熊本市“社会を明るくする運動”「総理大臣・県知事メッセージ伝達式」の実施 

＊熊本市役所のロビーに“社会を明るくする運動”の啓発展示ブース設置 

＊中学校と連携した保護司による「出前授業」の実施 

＊街頭パレードの実施  など 
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２ 熊本市の取り組み※                           

（１） “社会を明るくする運動”の推進 

 

取組内容 担当課（室） 

① 

〔“社会を明るくする運動”等による人権啓発〕 

“社会を明るくする運動"は、すべての国民が、犯罪や非行の防止

と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場

において力を合わせ、犯罪や非行のない明るい地域社会を築こう

とする運動です。 

刑を終えた出所者等が真に更生し、社会の一員として円満な生

活を営むことができるように、”社会を明るくする運動”や様々な

広報媒体を通して、市民と地域社会の理解を深めるための人権啓

発に取り組みます。 

生活安全課 

人権政策課 

各区総務企画課 

保護管理援護課 

② 

〔“社会を明るくする運動”熊本市推進大会の開催〕 

犯罪のない地域社会を築くために、更生保護団体や社会教育団

体、学校関係者等で構成する“社会を明るくする運動”熊本市推進

委員会を設置し、熊本市推進大会を開催します。 

 大会には、構成する団体の他、市民や経済団体等にも、さらに多

く参加していただけるよう働きかけます。 

生活安全課 

人権政策課 

各区総務企画課 

保護管理援護課 

③ 

〔“社会を明るくする運動”等による広報啓発〕 

７月の再犯防止啓発月間に合わせて、各地区保護司会、校区防

犯協会等の地域団体等と連携して、市内各地域で啓発キャンペー

ン等を実施します。 

また、市政だよりや市政広報番組等の様々な広報媒体の活用や

市庁舎内でのポスター掲示による広報コーナーの設置など、市民

への広報啓発を図ります。 

生活安全課 

各区総務企画課 

④ 

〔“社会を明るくする運動”関連行事への支援〕 

熊本県の“社会を明るくする運動”に参加し、作文コンテストの

募集について各学校に周知するとともに、熊本県更生保護大会な

どの矯正施設、更生保護関係機関・団体等が主催する運動への参

加やイベントの後援等を実施します。 

指導課 

生活安全課 

各区総務企画課 

保護管理援護課 

 

※ 本市の取組内容には、犯罪をした人等に対する施策のほか、市民生活に支援を必要とする人への施策や犯罪・非

行を防止するための取組などの一般施策を含めて記載しています。（各節において同じ） 
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取組内容 担当課（室） 

⑤ 

〔再犯防止推進計画の推進〕 

再犯防止推進計画を推進するため、刑事司法関係機関、再犯防

止関係団体、学校関係者等で構成する熊本市再犯防止推進連絡会

を開催し、各施策について、意見交換するとともに、連携して取り

組みます。 

生活安全課 

関係各課 

⑥ 

〔各種再犯防止推進会議への参加等〕 

刑事司法関係機関、各自治体等で構成する各種再犯防止推進会

議等に参加し、関連施策の推進に必要な情報収集・提供を行うと

ともに、各種施策に連携して取り組みます。 

生活安全課 

⑦ 

〔更生保護団体との連携〕 

熊本市保護司会連絡協議会をはじめとした更生保護団体と定期

的に意見交換等を行い、連携して再犯防止の推進に取り組みます。 

生活安全課 

関係各課 

⑧ 

〔地域防犯活動の推進〕 

各校区防犯協会、町内自治会、ＰＴＡ等の地域団体等と連携し

て、防犯パトロールや子どもたちの見守り活動などの自主防犯活

動や各種イベントにおける防犯意識の普及啓発など、地域の防犯

活動の推進に取り組みます。 

また、登下校中の子どもが、不審者の行為から身を守るため、助

けを求めて避難できるよう、協力いただける民家や商店等に「ひ

なんの家プレート」を配布して、地域における防犯活動の取り組

みを支援します。 

生活安全課 

健康教育課 

各区総務企画課 

⑨ 

〔青少年センターによる街頭指導、啓発活動等の実施〕 

関係機関・団体の協力のもと、青少年の健全育成に関する街頭

キャンペーンや青少年の健全育成、非行防止のポスター掲示や各

種キャンペーンによる啓発品の配布等を行うとともに、青少年関

係団体等への出前講座など、各種広報・啓発活動に取り組みます。 

青少年教育課 
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（２） 民間協力団体の活動促進 

 

取組内容 担当課（室） 

① 

〔更生保護団体の活動支援〕 

保護司会活動を支援するために、各区の更生保護サポートセン

ターの活動場所として、市役所施設の一部を提供します。 

また、保護司の人材確保を支援するため、市職員の退職予定者

に対して保護司活動を紹介するパンフレットを配布するなどの情

報提供を行い、保護司確保の取り組みへの協力を行います。 

各区総務企画課 

生活安全課 

保護管理援護課 

労務厚生課 

② 

熊本市保護司会連絡協議会や熊本ＢＢＳ会の更生保護関係団体

を支援するとともに、これらの団体及び熊本県更生保護女性連盟

の活動に関する広報に取り組みます。 

保護管理援護課 

生活安全課 

③ 

支援対象者や保護司等が、再犯防止に係る市及び関係機関・団

体の支援の情報を適切かつ確実に利用できるよう、ＳＮＳ等も活

用した広報手段について、関係機関・担当部署等と協議を行いま

す。 

生活安全課 

④ 

少年の非行防止と健全育成活動を行う少年補導の活動をより充

実させるよう、少年に年齢の近いＢＢＳ会や大学生ボランティア

の募集を行うなど、活動を支援します。 

保護管理援護課

生活安全課 

⑤ 

市民活動支援センターあいぽーとを拠点とした更生保護ボラン

ティア団体等への活動支援や活動保険の適用などで、ボランティ

ア活動者の裾野を広げる市民公益活動を推進します。 

地域活動推進課 

⑥ 

〔各種防犯関係団体の活動支援等〕 

犯罪がない安全で明るく住みよい地域社会を実現するために、

各種防犯関係団体の活動を支援します。 

 また、関係機関・団体等で構成する「熊本市安全安心まちづくり

推進協議会」を開催します。 

生活安全課 

⑦ 

各地区防犯協会と連携して、町内自治会等による防犯灯やカメ

ラ付防犯灯の設置に対する支援を行うなど、犯罪を防止する環境

づくりに取り組みます。 

生活安全課 

地域活動推進課 

各区総務企画課 
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取組内容 担当課（室） 

⑧ 

〔犯罪被害者支援団体の活動支援〕 

犯罪被害者等の相談窓口を設置し、熊本県、熊本県警察、くまも

と被害者支援センター等と連携し、犯罪被害者支援に取り組みま

す。 

また、犯罪被害者やその家族・遺族の犯罪被害の回復や軽減に

資することを目的とする、くまもと被害者支援センターの活動を

支援するとともに、県からの委託により同センターが運営してい

る「性暴力被害者のためのサポートセンターゆあさいどくまもと」

の普及啓発活動に協力します。 

生活安全課 

各区総務企画課 

⑨ 

〔DV 被害者支援団体の活動支援〕 

DV 被害者の一時保護を行う民間シェルター運営団体に対し支

援を行います。 

男女共同参画課 
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１ 国・県・関係団体の取り組み                      

熊本地方検察庁 

＊身柄の拘束を解かれた後、住居確保までの一定の期間、対象者を更生緊急保護28 

として保護観察所へ引き継ぐための連絡調整をしています。 

熊本刑務所 

＊帰住地のない受刑者について、保護観察所や地域生活定着支援センターと連携し

て、希望地の更生保護施設や自立準備ホームへ帰住させるよう取り組んでいます。 

熊本保護観察所 

＊帰住先のない刑務所出所者等について、更生保護施設及び自立準備ホームと連携

して、積極的な受入れに向けた調整を促進しています。 

また、関係機関・団体の協力を得て、更生保護施設及び自立準備ホームについて、

地域において近隣住民の理解をさらに促進し、より充実した運営がなされるよう支

援を行っています。 

熊本県地域生活定着支援センター 

＊保護観察所からの依頼に基づき、犯罪をした者等の福祉サービスに係るニーズの

確認を行い、受入先施設のあっせん等に取り組んでいます。 

熊本市保護司会連絡協議会 

＊矯正施設の仮釈放29者がスムーズに社会復帰を果たせるよう、仮釈放後の帰住先

の調査、引受人との話合い、就労の確保などを行い、必要な受入れ態勢を整える生

活環境の調整を実施しています。 

 

 
28 更生緊急保護 保護観察所が満期釈放者、保護観察に付されていない全部執行猶予者及び一部執行猶予者等につ

いて、親族からの援助や医療機関、福祉機関等の保護が受けることができない場合等、その人の申し出に基づい

て、食事等を給与し、宿泊場所等の供与を更生保護施設に委託したり、生活指導・生活環境の調整等の措置を講ず

るもの。期間は、刑事上の手続等による身体の拘束を解かれた後６か月を超えない範囲（特に必要があるときは、

更に６か月を超えない範囲内） 
29 仮釈放 懲役又は禁錮の受刑者に「改悛の情」があるとき、刑期満了前に仮に釈放し、残刑期間が過ぎるまで、

保護観察に付すもの 

第２節 住居の確保に関する支援 
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更生保護法人 熊本県更生保護協会 

＊要保護対象者に、その更生を援助するために必要な食事代や交通費などの金品給

与の助成を行っています。 

また、熊本県社会復帰支援ネットワーク協議会の事務局として、２０数か所の機

関・団体に呼びかけて、協議会を開催しています。 

社会福祉法人 熊本市社会福祉協議会 

＊市からの委託を受け、仕事や生活のことなどに困っている人の相談に対応する窓

口「熊本市生活自立支援センター」を開設し、住居確保給付金の支給等の支援を行

っています。 

＊居住支援法人30の認可を受け、独居高齢者や障がい者、生活困窮の人など、賃貸住

宅契約時に求められる保証を行い、入居時から退去時までの包括的かつ継続的な支

援を行う事業を実施しています。 

＊賃貸アパート契約時に必要な初期費用等の貸付希望者に対して、必要な資金貸付

を行っています。 

更生保護法人 熊本自営会 

＊保護観察所と連携し、更生保護施設において、犯罪をした人等のうち、身寄りや

住居がない人に対して、宿泊場所や食事など、安心して自立の準備に集中できる生

活基盤を提供するとともに、自立に向けた指導や調整（退所後における住居の調整

指導、福祉や医療機関への橋渡し）の実施等に取り組んでいます。 

NPO 法人 熊本ダルク 

＊不動産会社等に協力してもらいながら、利用者個別のケースに合わせて住居探し

を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 居住支援法人 住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、家賃債務保証の提供、賃貸

住宅への入居に係る住宅情報の提供、相談、見守りなどの生活支援等を実施する法人として都道府県が指定するも

の〔令和元年(2019 年)11 月 11 日時点：14 法人〕 
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２ 熊本市の取り組み                           

（１） 民間住宅への入居支援 

 

取組内容 担当課（室） 

① 

〔セーフティネット住宅の登録促進〕 

低額所得者や高齢者、障がい者、子育て世帯など、住宅確保要配

慮者の多様な住まいのニーズに対する受け皿として、市場におけ

る豊富な民間賃貸住宅ストックの活用を促進し、重層的な住宅セ

ーフティネット31の確保に努めます。 

住宅政策課 

② 

住宅確保要配慮者の入居に対する賃貸人の不安解消を図り、セ

ーフティネット住宅の登録を促進します。 

さらに、セーフティネット住宅の登録事業者が入居を拒まない

住宅確保要配慮者の属性について、できるだけ多くの属性が選択

されるよう働きかけます。 

住宅政策課 

③ 

〔セーフティネット住宅の普及啓発〕 

民間賃貸住宅の賃貸人や空き家所有者等に対し、住宅セーフテ

ィネット登録制度の内容や居住支援に関する周知を図ります。 

 また、熊本市居住支援協議会32が運営する「Ｓａｆｌａｎｅｔ（セ

ーフラネット）あんしん住み替え支援サイト」の登録事業者への

働きかけや、不動産関係団体の研修会等における周知により、新

たなセーフティネット制度に関する普及啓発を図るとともに、住

宅確保要配慮者へのセーフティネット住宅の情報を公表します。 

住宅政策課 

 

  

 
31 住宅セーフティネット セーフティネットの本来の意味は「安全網」で、住宅市場の中で独力で住宅を確保する

ことが困難な方々が、それぞれの所得、家族構成、身体の状況等に適した住宅を確保できるような様々な仕組みの

こと 

32 熊本市居住支援協議会 住宅セーフティネット法に基づき、住宅確保要配慮者が民間賃貸住宅等へ円滑に入居で

きる環境を整備するため、関係者間で情報を共有し、必要な支援策を協議・実施することを目的とし、不動産関係

団体、居住支援団体及び熊本市が協働で平成 23 年(2011 年)7 月に設立したもの 
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取組内容 担当課（室） 

④ 

〔セーフティネット住宅への円滑な入居促進〕 

民間賃貸住宅の空き室や空き家を有効活用するとともに、緩和

したセーフティネット住宅の登録基準に基づき、低額所得者の円

滑な住まいの確保を図ります。 

また、熊本市居住支援協議会や居住支援法人等が連携して入居

支援を行うことにより、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円

滑な入居を促進します。 

住宅政策課 

⑤ 

セーフティネット住宅の賃貸人から生活保護の実施機関である

福祉事務所に対し、生活保護受給世帯の家賃滞納等に係る情報提

供を行い、実施機関が事実確認と代理納付の要否を判断する手続

きの制度運用が円滑に行われるよう、賃貸人への制度周知に努め

ます。 

また、福祉事務所その他の関係者と協議・調整を図ります。 

住宅政策課 

⑥ 

〔各種相談窓口と連携した相談支援〕 

様々な理由により、住み替えを必要とする住宅確保要配慮者の

住まいの確保のために、熊本市居住支援協議会による相談窓口の

運営や相談会を実施します。 

また、住宅確保要配慮者の状況に応じて、関係機関の相談窓口

等と連携し、円滑な入居を図ります。 

住宅政策課 

⑦ 

〔居住支援法人等と連携した居住支援〕 

居住支援法人及び居住支援団体等が連携した入居支援を図るた

め、熊本市居住支援協議会による情報共有の場を設け、居住支援

ネットワークを構築することにより、各主体の支援内容、活動地

域等の特徴を活かした入居前及び入居後における居住支援体制の

充実を図ります。 

住宅政策課 
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取組内容 担当課（室） 

⑧ 

〔賃貸住宅の管理の適正化〕 

住宅確保配慮者が入居する賃貸住宅の適正な管理を図るため、

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」や「民間賃貸住宅

の計画修繕ガイドブック」、「家賃債務保証業者登録制度」等の賃

貸住宅の運営やトラブル時の対応等に関する制度について、不動

産関係団体との情報共有及び連携を図り、賃借人へ周知します。 

住宅政策課 

⑨ 

〔住宅確保要配慮者への支援〕 

生活自立支援センターにおいて、住居を失い、インターネット

カフェ等で寝泊まりしながら、不安定な就労に従事する人や離職

者等に対して、専門の相談員が生活支援、居住支援及び就労支援

をサポートします。 

保護管理援護課 

 

 

 

 

 

 

  

入居 

支援等 

都道府県等 

出典；国土交通省 

賃
貸
人 

要
配
慮
者 

登録 情報提供 

入居 

家賃・家賃債務 

保証料の低廉化 

新たな住宅セーフティーネット制度のイメージ 

 

国と地方公共団体等 

による支援 

 

・改修費補助 

（立上り期に国の直接 

補助あり） 

・家賃低廉化補助 

・改修費融資 

（住宅金融支援機構） 

 

・家賃債務 

 保証料補助 

保
証
会
社 

要配慮者の入居を 

拒まない住宅（登録住宅） 

都道府県等 
居住支援協議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不動産関係団体 

 宅地建物取引業者 

 賃貸住宅管理業者、家主等 

 

 

居住支援団体 

 居住支援法人 

 社会福祉法人、ＮＰＯ等 

 
地方公共団体 

 （住宅部局・福祉部局） 

居住支援活動への補助 

居
住
支
援
法
人 
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（２）公営住宅への入居支援 

   

取組内容 担当課（室） 

① 

〔市営住宅の適正な管理・運営〕 

市営住宅は、低額所得者や高齢者、障がい者など、真に住宅に困

窮する世帯の居住の安定を図るためのセーフティネットの根幹と

しての役割を担っています。こういった方々に対して適切に市営

住宅の提供ができるよう、定期募集時入居資格の拡大や入居時の

厳正な入居資格の審査など、適正な管理・運営に取り組みます。 

市営住宅課 

② 

〔入居しやすい環境の整備〕 

低所得でも入居可能な市営住宅においては、高齢者等へ当選率

優遇措置を行います。 

また、令和 2 年度より連帯保証人制度を無くし、緊急連絡人で

の入居が可能となり、入居しやすい環境を整えます。 

市営住宅課 

③ 

令和２年 8 月定期募集より、申込みがなかった団地については、

先着での二次募集の情報を提供し、入居促進を図ります。 

また、犯罪の被害に遭われた人については、定期募集の際の入

居の優遇措置として抽せん番号の追加をします。 

市営住宅課 

④ 

〔住宅確保要配慮者への支援〕 

（再掲）生活自立支援センターにおいて、住居を失い、インターネ

ットカフェ等で寝泊まりしながら、不安定な就労に従事する人や

離職者等に対して、専門の相談員が生活支援、居住支援及び就労

支援をサポートします。 

保護管理援護課 
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１ 国・県・関係団体の取り組み                      

熊本地方検察庁 

＊就労支援を必要とする対象者について、保護観察所や社会福祉協議会などの就労

支援窓口につなげています。熊本市が発行する求人情報誌や社会復帰応援企業説明

会のチラシを対象者に配布しています。 

熊本刑務所 

＊ハローワークに対し就労支援に係る協力を依頼し、釈放前に就労の内定を得られ

るよう取り組んでいます。 

熊本少年鑑別所 

＊在所者の健全な育成のための支援の一環として、就職・資格取得に資する図書、

視聴覚教材等を整備し、閲読・視聴させるとともに、ハローワーク職員による就労

の準備に要する情報の提供、就労に係る助言等を得ながら、就労支援を行っていま

す。 

＊中学を卒業した在所者全員に対して、職業適性を把握するための検査を実施し、

その結果をフィードバックしています。 

＊本人及び家族並びに福祉機関等からの依頼により、知能検査や職業適性検査等を

行い、職業適性等を把握するためのアセスメントを実施しています。同様に、就労

はしたものの、職場への定着に困難を抱えている人に対しては，仕事や職場の人間

関係の悩みを細かに把握し、適切な助言を行うなどして職場定着に向けたフォロー

アップ（離職防止）を行っています。（少年だけでなく成人も対象） 

熊本保護観察所 

＊刑務所出所者等に対する就労支援として、ハローワーク等と連携した支援を実施

しています。 

＊協力雇用主に対する支援制度としては、刑務所出所者等就労奨励金を実施及び公

共工事等の競争入札における優遇制度を実施、協力雇用主の雇い入れ拡大のための

支援、なり手の確保などを行っています。

第３節 就労の確保に関する支援 
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また、コレワーク33及び熊本県就労支援事業者機構による協力雇用主等に対する

支援の充実も図っています。 

平成１８年度からは、法務省と厚生労働省とが連携した「刑務所出所者等総合的

就労支援対策」を開始し、保護観察対象者等に対するハローワークでの専門的支援

やトライアル雇用なども行っています。 

熊本県警察 

＊関係機関、少年警察ボランティア等と連携を図りながら、非行少年、不良行為少

年、被害少年や保護者等に対し、面接・電話等による継続的支援、農業・スポーツ

等を通じた各種体験活動、修学・就労に向けた支援等を実施しています。 

熊本県地域生活定着支援センター 

＊出来る限り多くの方に「社会参加」していただくことを目標とし、高齢や障がい

を抱える利用者一人ひとりの適正にあった適材適所の仕事を創出し、地域の中で自

立した社会生活を営むことを支援しています。 

熊本県暴力追放運動推進センター 

＊熊本県警察及び民間団体企業等と連携しながら、暴力団員の組織からの離脱と離

脱者の就労に関する相談・支援活動を強化しています。 

＊暴力団離脱者の相談に応じて、切断指の接続や入れ墨の消去等について必要な指

導・助言をする「暴力団社会復帰医療アドバイザー」を委嘱し、アドバイザーへの

相談は当センターが窓口となり、熊本県警察の支援を受け対応しています。 

＊暴力団離脱者を社会復帰させるため、離脱者を継続して１か月以上雇用した事業

者に対して、６か月を限度に月３万円の雇用給付金を支給しています。 

＊他府県の暴力団離脱者の就労受入れを可能とする「暴力団から離脱した者の社会

復帰対策の連携に関する協定」を平成２８年３月に締結し、広域的な就労支援活動

を推進しています。 

熊本市保護司会連絡協議会 

＊就職の援助など健全な社会生活を営むために必要な指導・助言を行っています。 

 

 

33 コレワーク 受刑者等の帰住地や資格取得などの情報を一括管理し、出所者等の雇用を希望する企業の相談に応

じ、企業のニーズに適合する人を収容する施設の情報提供などを行う法務省の機関、矯正就労支援情報センターの

通称 
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更生保護法人熊本県更生保護協会 

 ＊保護観察対象者の就労を円滑にするため熊本県就労支援事業者機構と連携して、

身元保証制度の利用に協力しています。 

社会福祉法人 熊本市社会福祉協議会 

＊市からの委託を受け、仕事や生活のことなどに困っている人の相談に対応する窓

口「熊本市生活自立支援センター」を開設し、就労支援を行っています。 

さらに、様々な事情により速やかな一般雇用が困難な方については、就労準備支

援（NPO法人おーさぁに市が委託）を行っています。 

＊失業等により日常生活全般に困難を抱えている人に対して、相談窓口となり、継

続的な相談支援と必要な資金の貸付けを一体的に行う「総合支援資金」（生活支援

費、住宅入居費、一時生活再建費）の貸付を行っています。 

＊住居確保給付金の支給を受けた人は、「熊本市生活自立支援センター」等で就労

支援を行っています。 

更生保護法人 熊本自営会 

  ＊協力雇用主活用のほか、ハローワークの協力を得て就労の確保に努めています。 

NPO 法人 熊本ダルク 

  ＊履歴書作成から面接、就労先選び、個別相談などの支援を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

コレワークは、受刑者のうち半年以内に出所予定で就労意欲があるといった条件を 

満たす約２千人の情報を収集しています。 

 

企業側からは希望する人材を聞き取り、 

該当する人を紹介してスムーズに採用に 

つなげています。 

 

面接の日程を調整し、相談会を開催する 

など、不安を抱える企業側の負担軽減も 

図っています。 

    出所者をつなぐ ～コレワーク九州～  ＜令和 2 年 7 月 1 日開設＞ 
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２ 熊本市の取り組み                           

（１）就労に向けた相談・支援等の充実 

 

取組内容 担当課（室） 

① 

〔求人情報誌等による就労情報・機会の提供〕 

司法関係機関及びコレワーク、熊本市保護司連絡協議会、協力

雇用主等と連携し、保護観察中の人や出所予定者等を対象とした

求人情報誌等による就労に関する情報と機会を提供しつつ、民間

企業等への就職へとつなげていく取り組みを行います。 

生活安全課 

経済政策課 

（しごとづくり

推進室） 

② 

〔就職説明会の開催〕 

求職者と企業のマッチングの場としての就職説明会を開催し、

これらの取り組みを保護観察所や自立準備ホーム等の関連機関・

団体にも周知します。 

経済政策課 

（しごとづくり

推進室） 

生活安全課 

③ 

〔資格取得等に向けた支援〕 

熊本市職業訓練センターにおいて、就職に必要な知識やスキル

習得のため、パソコン技能習得講座や介護・簿記・士業系資格の取

得講座を実施します。 

経済政策課 

（しごとづくり

推進室） 

④ 

〔母子家庭等就業・自立支援センターにおける情報提供・相談〕 

〔母子・父子自立支援プログラム策定による就業支援〕 

「母子家庭等就業・自立支援センター」を設置し、就業情報の提

供や就業相談、就業に有益な講習会を実施、自立支援プログラム

策定事業等を実施することにより、母子家庭の母等就業を支援し、

経済的自立を促進します。 

子ども支援課 

⑤ 

〔母子父子自立支援員による支援〕 

母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦の自立に必要な情報

提供及び指導、職業能力の向上及び求職活動に関する支援を行い

ます。 

子ども支援課 

⑥ 

〔障がい者就労・生活支援センターによる就業・職場定着支援〕 

障がいのある人の一般就労の機会を確保するため、「熊本市障

がい者就労・生活支援センター」において、就業及び就職後の職場

定着に伴う日常生活や社会生活上の支援を行います。 

また、関係機関と連携し、企業に対する雇用勧奨や職場開拓に

取り組みます。 

障がい保健福祉

課 
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取組内容 担当課（室） 

⑦ 

〔自立支援プログラムへの参加促進〕 

生活保護受給者で就労が可能な人には、福祉事務所の自立支援

プログラムに参加を促し、就労に向けた支援を行います。 

保護管理援護課 

⑧ 

〔自立相談支援・就労準備支援〕 

生活困窮者自立支援制度における自立相談支援事業や就労準備

支援事業など生活困窮者の支援に取り組みます。 

就労準備支援事業では、就労支援プログラムに基づき、日常生

活自立、社会的自立、就労自立の３段階による、計画的かつ一貫し

た支援を実施します。 

保護管理援護課 

⑨ 

〔子ども・若者総合相談センターによる相談支援〕 

若者やその保護者等を対象とした電話・メール・来所による相

談を実施することで、就労・就学等の適切な支援をつなぎ、若者の

社会的自立を後押しします。 

子ども支援課 

（子ども・若者

総合相談センタ

ー） 

⑩ 

〔住宅確保要配慮者への支援〕 

（再掲）生活自立支援センターにおいて、住居を失い、インターネ

ットカフェ等で寝泊まりしながら、不安定な就労に従事する人や

離職者等に対して、専門の相談員が生活支援、居住支援及び就労

支援をサポートします。 

保護管理援護課 

⑪ 

〔会計年度任用職員としての雇用に向けた協議〕 

保護観察対象者等の円滑な社会復帰に向けて、保護観察対象少

年等の市会計年度任用職員としての短期雇用に向けて、熊本保護

観察所及び担当部署等との協議を行います。 

生活安全課 

⑫ 

〔就労継続支援事業所への支援〕 

一般就労が困難な障がいのある人が働くことの喜びや達成感を

得ながら地域で自立した生活を実現できるよう、販路拡大等によ

る工賃の向上等を目指す就労継続支援事業所の支援に取り組みま

す。 

障がい保健福祉

課 

⑬ 

〔就労支援事業所の情報公表〕 

就労の支援をするために、市ホームページへの掲載や、障害福

祉サービス情報公表制度に基づく障害福祉サービス情報検索ホー

ムページ等を通じて、就労支援事業所の情報提供を行います。 

障がい保健福祉

課 
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取組内容 担当課（室） 

⑭ 

〔社会保険労務士による無料相談の実施〕 

社会保険労務士による無料市民労働相談を設置し、労働問題や

社会保険制度についてアドバイスを行います。 

経済政策課 

（しごとづくり

推進室） 

  

生活、仕事、住まいなどの様々な悩みについて、どこに相談したらよいか迷ったとき

に最初に相談していただく窓口として、熊本生活自立支援センターを開設しています。 

生活に困窮している方の相談を受け付け、必要な情報提供や支援機関へのつなぎ支

援を行うほか、中長期的な支援を要する方には、その方の状況に応じた支援プランを

作成し支援を実施します。 

 

支援内容 具体的な内容 

家計相談支援 
家計状況の問題を整理し、自ら家計を管理していけるように、状況
に応じた支援計画の作成や貸付のあっせん等を行います。 

就労準備支援 
「社会との関わりに不安がある」、「周囲の人とのコミュニケーショ
ンがうまくとれない」など、すぐに働くことが心配な方に、就労に向
けた訓練や就労体験の機会を提供します。 

住居確保給付金 
離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方に、就職
に向けた活動を行うこと等を条件として、一定の期間、家賃相当額を
支給します。 

一時生活支援 
決まった住居のない方に、一定期間の宿泊場所と食事等を提供しなが
ら、自立した生活に向けた支援を行います。 

 

熊本市生活自立支援センター 
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（２） 協力雇用主の活動に対する支援 

 

取組内容 担当課（室） 

① 

〔協力雇用主制度の普及促進〕 

協力雇用主制度について、広く市民や企業等の理解を深め、制

度の浸透を図るため、市政だよりやホームページ等を活用し、広

報を行います。 

生活安全課 

経済政策課 

（しごとづくり

推進室） 

② 

雇用の受け皿を確保するため、コレワークや保護観察所など関

係機関と連携し、協力雇用主制度の紹介や活動の意義などについ

てセミナーを開催し、協力雇用主数の増加につなげます。 

経済政策課 

（しごとづくり

推進室） 

生活安全課 

③ 

建設工事入札参加資格審査において、保護観察所に協力雇用主

として登録した事業者が希望する場合、市独自評価点の加点を行

います。 

工事契約課 

④ 

協力雇用主の受注機会の増大を図るため、業務委託における総

合評価方式一般競争入札にあたり、案件に応じて評価項目として

「協力雇用主としての登録」や「保護観察対象者等の雇用」の設定

に関し、国との協議を踏まえ、調整を行います。 

生活安全課 

契約政策課 
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１ 国・県・関係団体の取り組み                      

熊本地方検察庁 

＊対象者が適切な医療・福祉サービスが受けられるように、社会福祉士のアドバイ

スを受けるなどして、適切な機関につなげています。 

熊本刑務所 

＊釈放前において、高齢受刑者については介護保険法、障害を有する受刑者につい

ては障害者総合支援法の利用申請を福祉課等と連携して行っています。 

熊本少年鑑別所 

＊高齢者又は障害のある犯罪をした人等への、円滑な福祉サービスの利用に資する

ため、検察庁等からの依頼により、個別式知能検査や認知症検査等を実施していま

す。 

＊刑事司法関係機関からの依頼により、同機関の職員に対し、高齢者及び障害のあ

る人等の特性等についての研修を実施しています。 

熊本保護観察所 

＊「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」

に基づき入院決定（医療を受けさせるために入院をさせる旨の決定）を受けた人に

ついて、退院後の生活環境の調整を行っています。 

また、通院決定（入院によらない医療を受けさせる旨の決定）を受けた人及び退

院を許可された人については、原則として３年間、保護観察所による精神保健観察

に付され、必要な医療と援助の確保が図られます。 

熊本県警察 

＊薬物事犯で検挙された人やその家族等に対してパンフレットを配布し、薬物再乱

用防止対策を行う関係機関・団体に資する情報を提供するなど、支援窓口につなげ

る活動を推進しています。 

＊児童・生徒、保護者等を対象とした肥後っ子サポート教室（非行防止教室、薬物

乱用防止教室及び保護者教室）を実施しています。 

第４節 保健医療・福祉サービスの利用促進 
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熊本県地域生活定着支援センター 

＊保護観察所からの依頼に基づき、犯罪をした人等の福祉サービスに係るニーズ

の確認を行い、高齢又は障がいを有し、福祉サービスを受けることを希望する人に

ついては、申請支援等を行っています。 

現在の取り組みのほかに、国の関係機関への保健・医療・福祉サービス等の支援

制度や手続きの平易で分かりやすい言葉による細やかな周知を行っています。 

また、再犯防止推進協議会などあらゆる機会を活用して、関係機関の連携強化及

び情報共有を図るとともに、その中で必要とされる支援・助成制度については、全

国の実施状況等について情報収集を行い、検討しています。 

社会福祉法人 熊本市社会福祉協議会 

＊市からの委託を受け、仕事や生活のことなどに困っている人の相談に対応する

「熊本市生活自立支援センター」では、関係機関と連携しながら、適切な情報提供

や迅速なつなぎができる「包括的相談体制」の構築を推進し、保健医療・福祉サー

ビスの利用を促進しています。 

更生保護法人 熊本自営会 

＊高齢の出所者や病気等によって仕事ができない人について、医療の確保や福祉サ

ービスへの橋渡し等に取り組んでいます。 

NPO 法人 熊本ダルク 

＊熊本市、県主催の個別、グループワークを中心に、それぞれに応じた社会資源の

活用の仕方や週間プログラムの組み方の援助を行っています。 

  

熊本ダルク（Drag Addiction Rehabilitation Center）は、毎日ミーティング（グループ

セラピー）を行い、依存症からの回復を目指す仲間の居場所で、どんなアディクトでも 
プログラムを徹底的に行えば回復できるという希望をメッセージしています。 

 スタッフは、全員が依存症からの回復者で、経験・知恵・勇気・希望を分かち合い、 
相談者にとってどのような回復への取り組みが良いのかを一緒に考えます。 

トライアルで通うこともでき、様子を見ながら日にちを増やしていくことも可能です。 
夜間ミーティングプログラムもあるため、仕事をお持ちの方などの利用も可能で、入寮

についても相談を受けています。 
 「熊本 DARC ニュース」等を通し、各関係団体関係者、利用者等からの記事掲載や 

セミナー・フォーラム等の案内を行っています。 

～熊本ダルクの取り組み～   依存症からの回復を支援する「伴走型支援」 
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２ 熊本市の取り組み                           

（１） 高齢者・障がい者への支援 

 

取組内容 担当課（室） 

① 

〔地域包括ケアシステムの推進〕 

高齢者自らの積極的な社会参加や健康づくり・介護予防を促進

するほか、介護保険サービスや地域資源の活用による多様な生活

支援の充実を図ることで、医療・介護・予防・住まい・生活支援が

地域で一体的に提供される仕組みである地域包括ケアシステムの

推進に向けて、市民や民間の関係団体とともに取り組みます。 

また、地域包括ケアシステムの中核機関である高齢者支援セン

ターささえりあを中心に、地域の介護予防や総合相談・支援、権利

擁護、地域や関係機関との連携強化を推進します。 

高齢福祉課 

② 

〔成年後見人制度等の利用に向けた支援〕 

認知症高齢者、知的障がい者など、判断能力が十分でない人の

権利を擁護し、地域で自立した生活を送れるよう支援することを

目的に、福祉サービスの利用手続きの援助や日常的金銭管理等を

実施する日常生活自立支援事業の実施を支援します。 

健康福祉政策課 

③ 

〔障がい者相談支援センターによる相談支援〕 

〔地域活動支援センターによる社会参加支援〕 

障がい者相談支援センターにおいて、障がいのある人等からの

相談に応じ、必要な情報提供及び助言等を行うなど、障がいのあ

る人の自立生活に必要な支援を行います。 

また、地域活動支援センターにおいて、障がいのある人が気軽

に利用できる日中活動の場を提供し、社会参加を支援します。 

障がい保健福祉

課 

④ 

〔地域見守りネットワークの推進〕 

地域住民や民生委員等の幅広い関係団体・機関と連携し、地域

で支援を必要とする人の早期発見や見守りの仕組みづくりを進

め、的確に支援に結び付けていく取り組みを推進します。 

健康福祉政策課 
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取組内容 担当課（室） 

⑤ 

〔自立相談支援・家計改善支援〕 

生活困窮者が抱える多様で複合的な問題につき、生活困窮者及

び生活困窮者の家族その他の関係者からの相談に応じ、必要な情

報提供及び助言をし、関係機関との連絡調整を行うとともに、生

活困窮者に対する支援の種類及び内容等を記載した個別計画の作

成等様々な支援を包括的かつ計画的に取り組みます。 

保護管理援護課 

⑥ 

〔生活保護制度による支援〕 

生活に困窮する人に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護

を行い、自立した生活を送るため扶助費などを支給します。 

各区保護課 

⑦ 

生活保護受給者については、ケースワーカーによる訪問調査に

おいて生活状況を把握し、日常生活の支援や金銭管理の助言に努

めます。 

また、必要に応じて関係機関と連携し、介護・障害福祉サービス

や熊本市社会福祉協議会の金銭管理等の活用を助言します。 

各区保護課 

⑧ 

〔特定健康診査の実施〕 

生活保護受給者に対して、生活習慣病の予防のため、特定健康

診査を実施します。 

保護管理援護課 

⑨ 

〔精神保健に関する相談支援等〕 

 精神保健及び精神障がい者福祉に関する相談機関として、ここ

ろの健康相談のほか、区役所及び関係機関の複雑困難な事例、医

療機関及び相談機関等につながっていない事例など様々な相談に

対応します。 

 また、区役所、医療機関、障がい者相談支援センター等が様々な

相談に適切に対応できるよう研修等を実施します。 

こころの健康セ

ンター 
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（２）薬物依存を有する人への支援 

    

取組内容 担当課（室） 

① 

〔依存症当事者およびその家族に対する回復支援等〕 

 依存症当事者グループプログラムを開催し、回復に向けたプロ

グラムを実施します。 

また、依存症者の家族が適切な対応を学べる場として、依存症

家族教室を実施します。 

こころの健康セ

ンター 

② 

〔依存症関係機関の連携強化〕 

当事者に対する回復支援やその家族への支援を効果的に行うた

め、熊本保護観察所が開催する地域連絡協議会、熊本県精神保健

福祉センターが開催する医療機関や支援機関の依存症スタッフミ

ーティング等を通じて、医療機関、区役所、保護観察所等の各関係

機関との情報・意見交換、連携の強化を図ります。 

一次相談窓口である区役所と依存症専門相談拠点であるこころ

の健康センター、医療機関等の関係機関が連携して、回復支援を

行います。 

各区福祉課 

こころの健康セ

ンター 

③ 

〔依存症当事者や家族等に対する相談支援〕 

保健所、病院、警察等の相談窓口において、薬物問題に悩む本人

や家族等からの相談に対して、電話や面談等による対応を行うと

ともに、こころの健康センターを薬物依存症に関する依存症専門

相談拠点として明確に位置付け、相談支援体制を確保します。 

障がい保健福祉

課（精神保健福

祉室） 

こころの健康セ

ンター 

④ 

〔子ども・若者総合相談センターによる相談支援〕 

薬物への依存が懸念される若者やその家族等からの相談につい

て受け付け、支援機関・団体等と連携し適切な支援につなげます。 

子ども支援課 

（子ども・若者

総合相談センタ

ー） 

⑤ 

〔依存症関係機関に対する研修の実施〕 

地域で依存症の支援・治療を提供する関係機関に対して研修を

実施し、薬物依存症に対する効果的な対応の促進を図ります。 

こころの健康セ

ンター 

⑥ 

〔自助グループの活動支援と連携〕 

熊本ダルクや各自助グループの活動や普及啓発への支援や協力

を行うことで、連携を図ります。 

こころの健康セ

ンター 

各区福祉課 
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取組内容 担当課（室） 

⑦ 

〔措置入院制度による医療との連携〕 

医療及び保護のために、入院させなければ、自傷他害のおそれ

があると認められる薬物依存症等の精神障害者に対しては、精神

保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく措置入院制度によ

り、適切に医療との連携を図ります。 

障がい保健福祉

課（精神保健福

祉室） 

⑧ 

〔依存症を有する人の家族に対する教育〕 

熊本保護観察所からの依頼により、薬物事犯で矯正施設に収容

されている人の帰住先の引受人に対して行われる引受人会で、薬

物依存及び家族の対応についての講話を行い、家族の不安軽減と

円滑な社会復帰を促します。 

こころの健康セ

ンター 

⑨ 

〔依存症に対する普及啓発〕 

依存症治療・支援に詳しい講師を招き、市民に対して、依存症の

正しい理解や回復に向けての支援等について啓発を進めるととも

に、ホームページやリーフレット等に薬物依存に関することや相

談支援についての情報等を掲載し、周知を図ります。 

こころの健康セ

ンター 

⑩ 

〔薬物乱用防止の啓発〕 

薬物の乱用は、犯罪行為であるという理解が地域に広がるよう、

関係機関・民間団体と連携した広報・啓発活動を実施します。 

医療政策課 

⑪ 

〔喫煙・飲酒・薬物乱用の防止に向けた教育〕 

学校の薬物乱用防止教育の充実を図るために、市立学校の教職

員を対象に、研修会を開催し、講習会等の情報や資料等を提供し

ます。 

また、各学校において、県警（スクールサポーター）、学校薬剤

師等と連携した喫煙・飲酒・薬物乱用防止教室を開催します。 

さらに、県警との連携によるホームページやリーフレットを用い

た大麻・覚せい剤・危険ドラッグ等に関する防止啓発を通して、薬

物乱用の弊害を広く周知する等の普及啓発活動を実施します。 

健康教育課 

青少年教育課 
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１ 国・県・関係団体の取り組み                      

熊本刑務所 

＊矯正施設において就学支援等を受けた者について、施設内処遇の内容を踏まえ、

矯正施設、保護観察所、民間ボランティア、地方公共団体等関係機関が協働して、

本人の状況に応じた学びの機能に向けた学習相談・学習支援等の効果的な支援が実

施できるよう個別のケースに応じて、関係機関によるネットワークの構築等につい

て検討していきます。 

熊本少年鑑別所 

＊関係機関・団体・本人・家族からの依頼を受け、相談内容に合わせて、心理検査

や適性検査を行い、依頼者に結果を説明しています。依頼者が本人や家族でなくて

も要望があれば、本人や家族にも結果を分かりやすく説明しています。 

＊問題行動等の相談者の主訴等に対して、面接や心理検査などを行った上で、どう

して問題行動が生じているのか、どのように指導・支援に当たればよいのかなどに

ついて提案しています。 

＊関係機関・団体からの依頼を受けて、本人や家族との心理相談を行っています。 

＊関係機関・団体からの依頼に応じて、問題行動等のある人の支援に関する事例検

討会（ケース会議）などに参加し、見立てや指導方法に関する助言・提案を行って

います。 

＊地方公共団体・学校・福祉・更生保護等の関係機関・団体が主催する研修会・講

演会などで、非行・犯罪・子育ての問題、思春期の子どもの行動理解と教育方法や

指導方法などについて分かりやすく説明しています。 

＊児童・生徒・学生等を対象として、非行少年に対する司法手続きや処分の種類・

内容などについて、法教育授業（いわゆる「出前授業」）を行うほか、教員の研修

も行っています。 

＊在所者の学校への復学に当たっては、本人の円滑な復学及び健全育成の観点から、

必要に応じて学校等との情報共有や連携を適切に行うよう取り組んでいます。 

第５節 非行の防止と修学支援 
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熊本保護観察所 

＊犯罪をした人や非行のある少年の立ち直りについての地域社会の人々の理解や関

心を深め、彼らを地域の一員として受け入れ、また、その立ち直りを見守り援助す

ることにより、彼らが再び犯罪や非行に陥らないような環境作りを目指しています。 

更生保護における犯罪予防活動は、それぞれの地域において、保護司を始めとす

る更生保護ボランティアを中心に、地方自治体や地域の関係機関等と連携して進め

ています。具体的には、講演会・シンポジウム・非行防止教室・非行相談・街頭補

導活動などを通じ、地域住民に対し、犯罪や非行のない社会づくりを呼び掛けると

ともに、犯罪をした人や非行のある少年の立ち直りに協力してもらえるよう働き掛

けています。 

＊矯正施設において就学支援等を受けた者について、施設内処遇の内容を踏まえ、

矯正施設、保護観察所、民間ボランティア、地方公共団体等関係機関が協働して、

本人の状況に応じた学びの機能に向けた学習相談・学習支援等の効果的な支援が実

施できるよう、関係機関によるネットワークの構築等について検討していきます。 

熊本県警察 

＊関係機関、少年警察ボランティア等と連携を図りながら、非行少年、不良行為少

年、被害少年や保護者等に対し、面接・電話等による継続的支援、農業・スポーツ

等を通じた各種体験活動、修学・就労に向けた支援等を実施しています。（再掲） 

＊児童・生徒、保護者等を対象とした肥後っ子サポート教室（非行防止教室、薬物

乱用防止教室及び保護者教室）を実施しています。 

＊県下２１地区の学校等警察連絡協議会を組織するとともに、その上部組織である

県学校等警察連絡協議会を設置し、学校と警察が相互理解を深め、児童・生徒の非

行・被害防止その他健全育成施策を推進し、密接な情報交換と行動連携の強化を図

っています。 

＊警察本部少年課及び熊本市内の警察署等７警察署にスクールサポーター（警察Ｏ

Ｂ）１２人を配置し、児童・生徒の非行事案への対応、いじめ・校内暴力事案に対

する指導・助言等を行っています。 

熊本県暴力追放センター 

＊学校・行政等教育関係機関や熊本県警察等と緊密な連携を保持し、暴力団の活動

実態や少年に与える悪影響等の周知を図っています。 

＊風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づき、県下の少年指導委

員に対する研修会を熊本県警察少年課と共催し、委員に対して暴力団の現状や少年

に対する暴力団の影響排除要領等を教養しています。 



56 

熊本市保護司会連絡協議会 

＊各地区保護司会の学校担当保護司を中心に関係者との連絡協議会や、登下校時の

声かけ運動を実施しています。 

更生保護法人 熊本県更生保護協会 

＊「社会を明るくする運動」に参加しているほか、保護観察所や関係団体と連携し

て、非行防止をテーマに「小中学生作文コンテスト」を開催し、広報・啓発に取り

組んでいます。 

NPO 法人 熊本ダルク 

＊中高大学講演、各専門学校非常勤講師（理学・作業療法、社会福祉、精神保健福

祉）を行っています。 

熊本 BＢＳ会 

＊非行のない社会環境づくりのため、色々な活動を通して少年少女とコミュニケー

ションを図る社会参加活動や公園の美化活動などの社会貢献活動を実施しています。 

また、青少年の非行防止活動として、小中高生の学習支援などを通して、いじめ

などの様々な問題について話し合う活動を毎年行っています。 

引き続き、療育支援が必要な少年・保護者については、県の関係機関による相談

支援等を実施します。 

 

 

  

「麻薬・覚せい剤乱用防止運動」 

～薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」～ 

厚生労働省と都道府県では、１０月１日から１１月３０日までの２か月間、 

   「麻薬・覚醒剤乱用防止運動」を実施しています。 

 

麻薬や覚醒剤などの薬物は、やめられなくなるという“依存症”と、乱用による 

“幻覚”、“妄想”に伴う自傷、他害の危険性があるという大きな特徴があります。 

  一度だけのつもりでいつの間にか薬物依存となり、一度しかない人生 

が取り返しのつかないものとなってしまいます。 

 

本運動は、麻薬、覚醒剤等の薬物乱用による危害を広く 

 国民に周知し、国民一人ひとりの認識を高めることにより、 

麻薬・覚醒剤等の薬物乱用の根絶を図ることを目的としています。 

 

 
 

出典；厚生労働省 
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２ 熊本市の取り組み                           

（１）少年非行・被害の未然防止への支援 

取組内容 担当課（室） 

①  

〔青少年センターによる街頭指導、啓発活動等の実施〕 

地元警察署や少年サポートセンター等とも連携して、巡回指導

や声かけ活動を実施するなど、少年非行の未然防止等に取り組み

ます。 

また、地域ネットワークの定着化や活性化を図るため、研修や巡

回への同行指導などの支援を行います。 

青少年教育課 

②  

〔暴走族根絶に向けた啓発、青少年センターによる街頭指導、啓発

活動等の実施〕 

暴走族の追放に向けた啓発活動や青少年の非行・被害の防止を

行う「暴走族追放月間」「青少年の非行・被害防止強調月間」（７

月）において、市民への広報・啓発活動に取り組みます。 

生活安全課 

青少年教育課 

 

③ 

〔不良行為等をした児童に対する相談支援等〕 

児童相談所では、児童の家出、盗癖などのぐ犯行為や、窃盗、傷

害などの触法行為に関する相談・支援を進めるとともに、警察・学

校等の関係機関の連携の充実に取り組みます。 

児童相談所 

④ 

〔学校警察連絡協議会等との連携〕 

学校警察連絡協議会や家庭裁判所との連絡会等により、関係機

関との連携を確保します。 

総合支援課 

⑤ 

〔喫煙・飲酒・薬物乱用の防止に向けた教育〕 

学校の薬物乱用防止教育の充実を図るために、市立学校の教職

員を対象に、研修会を開催し、講習会等の情報や資料等を提供しま

す。 

また、各学校において、県警（スクールサポーター）、学校薬剤

師等と連携した喫煙・飲酒・薬物乱用防止教室を開催します。 

さらに、県警との連携によるホームページやリーフレットを用

いた大麻・覚せい剤・危険ドラッグ等に関する防止啓発を通して、

薬物乱用の弊害を広く周知する等の普及啓発活動を実施します。 

健康教育課 

青少年教育課 

⑥ 

〔いのちを守る教育の推進〕 

市立学校に専門講師を派遣し、命の大切さや性被害及び性感染

症をテーマにした講演会を開催し、正しい知識や確かな情報を基

に、自他の生命を大切にし、適切な判断や行動ができる教育を推進

します。 

健康教育課 
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取組内容 担当課（室） 

⑦ 

〔子ども・若者総合相談センターによる相談支援〕 

電話やメール等により、子ども・若者に関するあらゆる相談に

24 時間体制で対応し、専門機関へつなぎます。 

また、非行少年及び非行歴を有する若者などが抱える様々な悩

み等に対する支援機関・相談窓口を周知するなど、支援体制の充実

を図ります。 

子ども支援課 

（子ども・若者

総合相談センタ

ー） 

⑧ 

〔家庭教育に関する学習機会の提供等〕 

子どもを持つ保護者を中心に、家庭教育について学習機会を提

供するとともに、その重要性について啓発を行います。 

青少年教育課 

⑨ 

〔情報モラル研修の実施〕 

情報モラル教育推進リーダーを対象とした Off-Jt 研修、全教職

員を対象とした SD 研修、学校における OJT 研修の実施により、

教職員による情報モラル教育の進め方について支援します。 

教育センター 

⑩ 

〔道徳教育の推進〕 

道徳教育推進教師を対象とした研修や外部講師の派遣を実施

し、道徳教育の内容充実を図り、学校（園）、家庭、地域社会がそ

れぞれの役割を果たしながら、道徳教育を推進します。 

教育センター 

⑪ 

〔青少年センターによる街頭指導、啓発活動等の実施〕 

熊本市青少年指導員は、少年非行の未然防止を目的に、地域の街

頭指導での声かけや街頭での啓発活動などの活動を行っており、

これらの活動が効果的に実施されるよう支援します。 

青少年教育課 

⑫ 

〔青少年センターによる街頭指導、啓発活動等の実施〕 

青少年センターでは、地域及び関係機関との連携を強化し、街頭

指導活動を推進するとともに、健全育成懇談会や非行防止教室を

開催し非行防止に向けた啓発を行います。 

青少年教育課 

⑬ 

〔防犯意識等の啓発〕 

各警察署と連携し、犯罪の発生状況及び防犯対策を市ホームペ

ージ等で発信するほか、防犯だより等を活用して、防犯対策等の呼

びかけを行います。 

また、地域防犯に関する各種キャンペーンや防犯研修会などを

通じて、市民の防犯意識・防犯知識を高めます。 

生活安全課 
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取組内容 担当課（室） 

⑭ 

〔地域防犯活動の推進〕 

校区防犯協会をはじめ、町内自治会、小学校、警察署など関係者

と連携した防犯パトロールなど、地域での防犯活動・見守り活動に

取り組みます。 

さらには、青色回転灯装備車両によるパトロールを実施し、地域

の防犯意識を高め、地域への防犯パトロール用具の提供など、地域

における防犯活動の取り組みを支援します。 

生活安全課 

各区総務企画課 

⑮ 

〔校区青少年健全育成活動の支援〕〔地域子ども活動の推進〕 

地域と行政が協働して青少年の健全育成を図るため、校区青少

年健全育成協議会の活動を支援します。 

また、子どもたちが様々な野外体験活動などを通して、心豊かで

たくましい「生きる力」を育むことができるよう指導者を養成し、

安全で質の高い青少年活動を支援します。 

生涯学習課 

⑯ 

〔保護司会活動の支援〕 

更生保護活動の円滑な推進に取り組む熊本市保護司会連絡協議

会に対して、支援を行うことで、青少年の非行防止及び保護育成を

図ります。 

保護管理援護課 

  



60 

（２）学校等と連携した修学支援 

  

取組内容 担当課（室） 

① 

〔就学やいじめ・不登校等に対する教育相談の実施〕 

〔スクールカウンセラー等による相談支援〕 

発達や就学・いじめや不登校等の教育相談対応や、不登校児童生

徒に対して学校や家庭と連携しながら社会的自立を支援します。 

 いじめ・非行・暴力行為等の問題行動に関しては、スクールカウ

ンセラー(ＳＣ)を活用し、児童生徒の内面的なケアを行います。ま

た、課題を抱える児童生徒の背景にある家庭環境等に対しては、ス

クールソーシャルワーカー(ＳＳＷ)を活用して家庭の支援や改善

に向けた取り組みを行います。 

総合支援課 

（教育相談室） 

② 

〔退学者等に対する修学支援〕 

 様々な理由で高等学校を卒業できなかった人等に対して実施さ

れる「高等学校卒業程度認定試験」について、熊本県教育委員会か

ら依頼を受け、受験案内の配布を行います。 

 また、退学した生徒の相談に対し、再修学や就労等に係るアドバ

イスを行います。 

総合支援課 

（教育相談室） 

指導課 

子ども支援課 

（子ども・若者

総合相談センタ

ー） 

③ 

〔スクールカウンセラー等による相談支援〕 

スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等を配置

し、支援が必要な児童生徒の心理又は児童生徒の置かれた環境に

着目した指導支援を行います。 

また、学校教育コンシェルジュ34を設置し、保護者からの学校教

育に関するあらゆる相談を受け、専門的な助言に加え、必要な支援

を行います。 

総合支援課 

（教育相談室） 

④ 

〔教育相談室における相談支援〕 

教育相談室等において、子どもや保護者等からの教育に関する

相談や非行等の問題行動に関する相談に対する助言・他機関の紹

介等を行い、不安・悩みの解消を図ります。 

総合支援課 

（教育相談室） 

⑤ 

〔奨学金貸付等による支援〕 

経済的な理由によって就学困難と認められる児童・生徒の保護

者に対し、就学に必要な費用を援助するとともに、生徒、学生等に

対して奨学金を貸し付け、修学を支援します。 

指導課 

 

34 学校教育コンシェルジュ 保護者からの学校教育に関するあらゆる相談を受け、専門的な助言や必要な支援を行

う相談員 
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取組内容 担当課（室） 

⑥ 

〔タブレット端末等を活用した学習支援〕 

〔学力向上に向けた支援〕 

全小中学校に整備しているタブレット端末等を活用し、習熟度

に応じた学習を支援します。 

さらに、学力向上に向けた支援が必要な小学生に対しては、学力

向上支援員の派遣や「学びたいむ」の開催を通じて、子どもたちの

基礎学力の定着を図ります。 

指導課 

⑦ 

〔生活保護を受ける子どもの学習支援〕 

中学１年生から中学３年生までの生活保護を受ける子どもを対

象に学習支援を実施します。 

保護管理援護課 

⑧ 

〔特別支援教育等による支援〕 

発達障がい者を含めた特別支援教育の対象である子どもへの支

援を充実させ、さらに障がいの有無に関わらず、教育的ニーズのあ

るすべての子どもを対象に、一人ひとりに応じた適切な支援を行

います。 

総合支援課 

（特別支援教育

室） 

⑨ 

〔ひとり親家庭等高等職業訓練促進資金貸付による支援〕 

〔母子父子寡婦福祉資金貸付による支援〕 

ひとり親家庭における高等職業訓練給付金の受給者に対し貸付

を行い、これらの者の修学を容易にすることにより、資格取得を促

進し、自立の促進を図ります。 

また、母子父子家庭に対し、就学資金や生活資金などの貸付を行

い、就学や経済的自立を支援します。 

子ども支援課 
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１ 国・県・関係団体の取り組み                      

熊本刑務所 

＊暴力団離脱指導を実施しており、警察等と協力したうえで、暴力団の反社会性を

認識させ、暴力団からの離脱に向けた働きかけを行い、本人の有する具体的な問題

性の排除及び離脱意思の醸成を図っています。 

熊本少年鑑別所 

＊「法務省式ケースアセスメントツール（ＭＪＣＡ）」の活用等により、鑑別の精

度の一層の向上を図るとともに、処遇過程においてもそのアセスメント機能を発揮

し、少年保護手続を縦貫した継続的な鑑別の実施を推進しています。 

＊在所者に対し、学校等の関係機関や民間ボランティアの協力を得て、学習や文化

活動等に触れる機会を付与するなど、少年の健全育成のために必要な知識及び能力

の向上を図っています。 

熊本保護観察所 

＊性犯罪加害者に対する専門的処遇プログラムの実施や被害者への相談支援を行う 

とともに、保護観察中の加害者に対して、被害者等の心情等を伝達する制度を実施 

しています。 

 

熊本県警察 

＊関係機関、少年警察ボランティア等と連携を図りながら、非行少年、不良行為少

年、被害少年や保護者等に対し、面接・電話等による継続的支援、農業・スポーツ

等を通じた各種体験活動、修学・就労に向けた支援等を実施しています。（再掲） 

＊DV・ストーカー事案を認知した場合は、被害者等の安全確保を最優先とした活動

を行うとともに、事件化が困難な場合においては加害者に対する指導警告を行うな

ど、被害者等の安全確保に努めています。 

また、加害者の同意に基づき、加害者への対応方法やカウンセリング・治療の必

要性について、地域精神科医等の助言を受けさせる、又は加害者に受診を勧めるな

ど、地域精神科医療機関等との連携を推進するとともに、必要に応じて、保護観察

所等と連携して、加害予防のための取り組みを行っています。 

第６節 犯罪をした人等の特性に応じた指導・支援 
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＊子供対象性犯罪は再犯率が高いことから、対象犯罪の出所者の再犯を防止するた

め、当該出所者の所在確認、定期的な面接指導等を行っています。 

＊矯正施設と連携して暴力団員の離脱に向けて働きかけを行うとともに、離脱支援

及び就労支援に取り組んでいます。 

また、（公財）熊本県暴力追放推進センターや関係機関と連携のうえ、社会復帰

対策協議会の枠組みを活用するなどし、協賛企業への登録を働きかけ、暴力団離脱

者の雇用の場の確保を図っています。 

 

熊本県地域生活定着支援センター 

 ＊支援対象者の中で、薬物、アルコールやギャンブルなど依存症問題を抱える方に

対して、専門医療機関への受診に同行し、自立した日常生活又は社会生活を営むこ

とを支援しています。 

 

熊本県暴力追放運動推進センター 

＊熊本刑務所において、服役中の暴力団員に対し「暴力団を取り巻く社会の現状等」

の講話を行い、組織からの離脱と出所後の就労による社会復帰の促進を図っていま

す。 

熊本市保護司会連絡協議会 

＊保護観察を受けている人と面談を重ね，再犯防止のため指導・助言を行っていま 

す。 

更生保護法人 熊本自営会 

＊保護観察所と連携して、薬物、性犯罪等の各種プログラムを活用し、本人の意識

の変容を図っています。 

NPO 法人 熊本ダルク 

＊定期的なグループワーク、１２STEP プログラム、個別相談支援を行っています。 

 

 熊本人権擁護委員協議会熊本市部会 

  ＊刑を終えて出所した人に対する偏見や差別をなくし、社会復帰に資するよう各種

人権啓発活動や人権相談、調査救済活動に取り組んでいます。 
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出典；法務省 
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２ 熊本市の取り組み                           

（１）少年・若者への効果的な指導・支援等 

取組内容 担当課（室） 

① 

〔虐待の予防・早期発見に向けた支援〕 

予防及び早期発見・対応のため、要保護児童対策地域協議会の運

営を行うとともに、各区に児童虐待相談員等を配置することによ

り、子ども家庭総合支援拠点として整備し、個別ケース検討会議等

を通じて関係機関と連携した児童・家庭の支援に取り組みます。 

子ども政策課 

各区保健子ども

課 

児童相談所 

② 

〔児童相談所による助言・指導〕〔里親制度の普及促進〕 

生活指導等を要する児童に対して、必要に応じ、児童相談所での

助言・指導及び社会的養護を通じて、社会生活に適応できるよう支

援します。 

また、保護者のいない児童や保護者に監護させることが不適当

な児童の養育のため、児童福祉施設入所や里親制度の活用を図り

ます。 

児童相談所 

③ 

〔児童入所施設による支援〕〔児童虐待防止の推進〕 

家庭で子どもを育てられない、子育てに不安があるといった家

庭の問題に対し、必要な助言・指導及び社会的養護を行います。 

児童虐待に対しては、地域の医療、法律その他の専門機関等の協

力を得て、高度で専門的な対応を可能とする体制を確保します。 

児童相談所 

④ 

〔児童虐待防止の推進〕 

児童相談所全国共通ダイヤル（１８９）等により、虐待の通報や

子育ての不安等に迅速かつ適時に対応することで、児童虐待の早

期発見・未然防止を推進します。 

児童相談所 

⑤ 
児童虐待対応ハンドブック等を活用し、子どものＳＯＳへの気

づきの推進と関係機関の連携強化を図ります。 
児童相談所 

⑥ 

ネグレクト等を背景とする非行・不登校等の複雑・多様化する学

齢児の問題に対し、個々に応じた実効的な相談、支援等を実施する

ためには、福祉・教育・警察等の各機関の連携が必要であるため、

「学齢児支援に係る専門機関による連絡会」における連携の推進

を図ります。 

児童相談所 
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取組内容 担当課（室） 

⑦ 

〔児童虐待防止に向けた啓発〕 

児童虐待防止推進月間を中心に、オレンジリボン・キャンペーン

を実施する等、児童虐待の防止に取組む意識の向上のために、普及

啓発活動を推進します。 

子ども政策課 

⑧ 

〔児童扶養手当の給付による支援〕 

父又は母と生計を同じくしていない児童等を監護・療育してい

る人等に手当を支給することにより、児童福祉の増進を図ります。 

子ども支援課 
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（２）その他の特性に応じた指導・支援 

 

取組内容 担当課（室） 

① 

〔女性からの相談に対する助言・援助〕 

女性からの様々な相談に応じ、必要な助言や援助を行います。 

また、家庭やパートナー、仕事、生き方のことなど、性別に起因

する生きづらさを感じている人への相談に対応します。 

各区福祉課 

② 

〔ＤＶに対する理解促進〕 

ＤＶの現状及び被害者・加害者双方の心理状態、ＤＶを生み出す

要因や背景等を理解することを目的とした講演会や出前講座等を

開催します。 

男女共同参画課 

③ 

〔依存症支援におけるＤＶ等の課題を抱える当事者に対する支援〕 

依存症支援の中で、DV 等の課題を抱えているケースについても、

当事者グループプログラムや医療機関の紹介を行います。 

こころの健康 

センター 

④ 

〔犯罪被害者支援団体の活動支援〕 

（再掲）犯罪被害者等への相談窓口を設置し、熊本県、熊本県警察、

くまもと被害者支援センター等と連携し、犯罪被害者支援に取り組

みます。 

また、犯罪被害者やその家族・遺族の犯罪被害の回復や軽減に

資することを目的とするくまもと被害者支援センターの活動を支

援するとともに、県からの委託により同センターが運営している

「性暴力被害者のためのサポートセンターゆあさいどくまもと」

の普及啓発活動に協力します。 

生活安全課 

各区総務企画課 

⑤ 

〔発達障がいに関する情報の提供等〕 

矯正施設等からの依頼に応じ、熊本市発達障がい者支援センター

に配置されている地域支援マネジャーを中心に発達障害とその二

次障害、触法行為との関連等についての情報提供や研修を行う等の

連携を図ります。 

子ども発達支援

センター 

⑥ 

〔発達障がい者支援センターによる相談支援等〕 

発達障がい児者及び家族等からの様々な相談に応じ、必要な助言

や支援を行います。また、研修等を行い普及啓発に努めるとともに、

関係機関と連携を図り、安定した生活の実現を目指す支援を行いま

す。 

子ども発達支援

センター 
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取組内容 担当課（室） 

⑦ 

〔自殺防止に向けた相談支援〕 

SNS を活用した「こころの悩み相談」の運営やリーフレットを

配布し、悩みを抱えている市民からの相談に応じるとともに、必

要に応じ医療機関につなげるなど自殺の防止に努めます。 

障がい保健福祉

課（精神保健福祉

室） 

⑧ 

〔薬物以外の依存症当事者に対する相談支援〕 

アルコール依存やギャンブル依存など薬物依存以外の相談につ

いて、個々の依存対象や特性に応じた相談対応を行い、必要に応

じて依存症当事者グループプログラムの実施や関係機関との連携

を図ります。 

こころの健康セ

ンター 

⑨ 

〔ＬＧＢＴ等に関する啓発〕 

性的マイノリティの抱える生きづらさを解消するため、各種啓

発活動を推進します。 

男女共同参画課 

⑩ 
〔暴力団加入防止等に向けた啓発〕 

暴力団加入防止や離脱促進を図るための広報啓発を行います。 
生活安全課 

⑪ 

〔繁華街安全安心パトロールと交通事故相談による支援〕 

市民や観光客への犯罪抑止等のため、中心市街地におけるパト

ロールを実施するほか、交通事故に伴う損害賠償、示談方法等の

指導助言を行います。 

生活安全課 

⑫ 

〔客引き行為等に対する指導等〕 

「熊本市客引き行為等の禁止に関する条例」に基づき、巡回指

導を行うことにより、客引き等の撲滅を目指し、安全安心なまち

づくりを推進します。 

生活安全課 

⑬ 

〔交通安全教育の推進〕 

各世代に応じた交通安全教育の実施や関係機関・団体と連携し

て交通安全意識の高揚及び交通安全活動を推進します。 

生活安全課 

⑭ 

〔消費者センターによる相談支援〕 

消費者センターを運営し、市民からの様々な消費生活に関する

相談を受けるとともに、啓発を通じて、自立した消費者の育成を

図り、安心できる暮らしを確保するための支援を行います。 

生活安全課 
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●電話相談（無料） 

被害にあわれた方の気持ちや体調をくみ取りながら、ゆっくりと話をお聴きします。 

年末年始を除く 24 時間、専門の相談員が電話を受け付けます。秘密は守られます。 

●面接相談 

相談の内容や本人の希望に応じて、専門の相談員による面接を行います。 

相談は無料ですが、予約が必要です。（月～金  10 時～16 時まで） 

●専門相談（初回のみ無料）     

●警察や病院等への付き添い 

熊本県性暴力被害にあわれた方とその家族のためのサポートセンター  

ゆあさいどくまもと 
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第５章 計画の推進体制 

 

１ 推進体制                               

 
（１） 庁内の推進体制 

 
庁内関係課長で構成する「再犯防止推進関係課長会議」において、関連事業

の進捗管理を行うとともに、各施策を推進します。 
 

（２）熊本市再犯防止推進連絡会等 
 

 再犯防止の関係機関・団体等により構成した「熊本市再犯防止推進連絡会」
にて情報を共有し、各施策を総合的に推進します。 

 また、刑事司法関係機関・関係団体会議、熊本県再犯防止推進連絡協議会等
への参画とともに、保護司会との連絡会議を定期的に開催し、本計画を推進し

ます。 
 

２ 進捗管理                               

 

    本計画に掲げる事項について、関係機関・団体と連携し、定期的に進捗状況の
調査・分析及び評価を行います。 

また、必要に応じて、計画の変更や事業の見直し等の措置を講じるなど、ＰＤ
ＣＡサイクルの考えを取り入れながら、効果的な施策の推進に取り組んでいきま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜PDCA サイクルのイメージ＞ 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

  

 

＊防犯協会 

＊保護司会連絡協議会 

＊更生保護協会 

＊社会福祉協議会 

＊経済団体 

＊医療関係機関 

＊国・県関連機関 等   

計画に基づく 

施策の推進 

実行（Do） 改善（Action） 

評価（Check） 

計画（Plan） 

施策を推進する

ための目標設定 

目標・方向性の見直し 

(各所管課) 

 

計画に基づく 

施策の実施状況 

等の評価 

(各所管課) 

 

熊本市再犯防止推進連絡会 

 

再犯防止推進関係課長会議 

 

推進体制 

評価 

 

進捗状況報告 

 
進捗状況報告 
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１ 再犯の防止等の推進に関する法律（概要）               
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出典：法務省 
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２ 国の再犯防止推進計画（概要）                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：法務省 
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３ 国の再犯防止推進計画加速化プラン（概要）               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：法務省 
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４ 再犯の防止等に関する施策の動向を把握するための参考指標        

 

 第 4 章 第 1 節 国・県・関係団体との連携強化と広報・啓発の推進 

 

参考指標 単位 
基準値 実績値 検証値 

令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

“社会を明るくする運動” 

行事参加人数 
人 8,311    9,000 

“社会を明るくする運動” 

熊本市推進大会参加人数 
人 452    752 

“社会を明るくする運動”

の市民の認知度 
％ 18 

 
  増加 

熊本市の保護司数 人 291    
320 

(定数) 

 

 

 第 4 章 第 2 節 住居の確保に関する支援 

 

参考指標 単位 
基準値 実績値 検証値 

令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和５年度 

住まいの満足度 

（住んでいる住宅の満足度） 
％ 62.5    64.5 

 

 

 第 4 章 第 3 節 就労の確保に関する支援 

 

参考指標 単位 
基準値 実績値 検証値 

令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和５年度 

熊本市における協力雇用

主数 
社 103    増加 

求人情報誌の求人募集 

件数 
件 29    増加 
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第 4 章 第４節 保健医療・福祉サービスの利用促進 

 

参考指標 単位 
基準値 実績値 検証値 

令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和５年度 

65 歳以上の元気な高齢者

の割合 

（65 歳以上人口のうち、

要介護・要支援の認定を

受けていない者の割合） 

％ 78.46    78.46 

障がい者サポーターの 

登録者数（累計） 
人 3,000    4,200 

 

 

 第 4 章 第 5 節 非行の防止と修学支援 

 

参考指標 単位 
基準値 実績値 検証値 

令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和５年度 

学校教育コンシェルジュ

の対応件数 
件 1,050    1,250 

熊本市における刑法犯 

少年数 
人 178    減少 

 

 

 第 4 章 第６節 犯罪をした人等の特性に応じた指導・支援 

 

参考指標 単位 
基準値 実績値 検証値 

令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和５年度 

オレンジリボンサポータ

ー養成講習会参加者数 
人 5,468    7,868 

男女共同参画出前講座の

開催回数 
回 20    25 
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５ 第７０回“社会を明るくする運動” 実施要綱               

 

第７０回“社会を明るくする運動” 

～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～ 

実施要綱 

熊 本 市 推 進 委 員 会  

１ この運動の趣旨 

 すべての国民が、犯罪や非行の防止と犯罪や非行をした人たちの更生について理解を深

め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない安全で安心な明るい地域社会

を築くため、“社会を明るくする運動”～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチ

カラ～を推進する。 

 

２ 主 唱  法務省 

 

３ 組 織 

   この運動の実施と推進に当たるため、第７０回“社会を明るくする運動”熊本市推進委

員会を置く。推進委員会を構成する機関・団体は、それぞれに関係する組織が、この運

動に積極的に参加するよう配慮する。 

（１）熊本市推進委員会 

 熊本市推進委員会は別紙１の機関・団体の代表で組織する。       

（２）熊本市推進委員会委員長 熊本市長 大西 一史 

（３）事務局 

熊本市推進委員会の事務を処理するため、事務局を熊本市文化市民局市民生活部生活

安全課内に置く。 

 

４ 強調月間 

７月を“社会を明るくする運動”～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～強

調月間とする。また、再犯の防止等の推進に関する法律において、同じく７月が「再犯防止啓

発月間」とされている趣旨を踏まえて運動を推進することとする。 

 

５ この運動が目指すこと 

 (目標１)  犯罪や非行を防止し、安全で安心して暮らすことのできる明るい地域社会を築くこ

と。 

 (目標２) 犯罪や非行をした人が再び犯罪や非行をしないように、その立ち直りを支えるこ

と。 
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６ この運動において力を入れて取り組むこと 

（１） 犯罪や非行をした人の立ち直りを支え、再犯を防止することの大切さや、更生保護の活

動について、広く知ってもらい、理解を深めてもらうための取組。 

（２） 保護司、更生保護女性会会員、BBS 会員、協力雇用主等の更生保護ボランティアのなり

手を増やすための取組。 

（３） 犯罪や非行の防止や、犯罪や非行をした人の立ち直りには様々な協力の方法があること

を示し、多くの人に支え手として加わってもらうための取組。 

（４） 民間協力者と地方公共団体と国との連携を強化しつつ、犯罪や非行をした人が、仕事、

住居、教育、保健医療・福祉サービスなどに関し必要な支援を受けやすくするためのネッ

トワークをつくる取組。 

（５） 犯罪や非行が起こらないよう、若い人たちの健やかな成長を期する取組。 

 

７ 運動の方法 

この運動の趣旨を達成するために、実施に当たっては、これまでの実績を考慮するととも

に、以下に例示した事項を参考とし、関係機関・団体等の積極的な参加、協力を得て、地域

の実情に応じた効果的な方法により本運動を展開する。 

なお、本運動の統一標語を「犯罪に戻らない・戻さない」とする。 

（１）各組織・団体の広報紙等による広報を実施する。 

（２）ポスター、パンフレット、懸垂幕、のぼり旗、立看板等による広報を行う。 

（３）本運動の趣旨を盛り込んだＤＶＤを活用する。 

（４）教育委員会・学校等の協力を得て行う社明作文コンテスト、標語一般募集を実施 

する。 

（５）ボランティア団体等との交流・集会等を開催する。 

・ 子どもと保護者のスポーツ大会 

・ ＰＴＡ地域委員会とのミニ集会 

・ 地域の祭り・行事への参加協力 

・ 各地区における広報啓発活動（パレード等）の開催 など 
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熊本市推進委員会 組織機関・団体 

 

                                   （順不同） 

 

熊本市 熊本市地域公民館連絡協議会 

熊本市教育委員会 熊本市老人クラブ連合会 

熊本市青少年健全育成連絡協議会 熊本市青少年指導員協議会 

熊本市防犯協会 熊本市小学校生徒指導協議会 

熊本市地域婦人会連絡協議会 熊本市中学校生徒指導委員会 

熊本市 PTA 協議会 熊本市高等学校生活指導連盟 

熊本市子ども会育成協議会 ガールスカウト熊本県連盟 

熊本市民生委員児童委員協議会 ボーイスカウト熊本市連絡協議会 

熊本市社会福祉協議会 熊本市交通指導員区協議会連合会 

熊本市更生保護女性連盟 
熊本中央地区少年警察ボランティア連絡 

協議会 

熊本地区 BBS 会 熊本南地区少年警察ボランティア連絡協議会 

熊本市保護司会連絡協議会 熊本東地区少年警察ボランティア連絡協議会 

熊本中央地区保護司会 
熊本北合志地区少年警察ボランティア連絡 

協議会 

熊本東地区保護司会 更生保護法人 熊本自営会 

熊本南地区保護司会 熊本くりの実会 

熊本西地区保護司会 熊本県退職校長会 

熊本北地区保護司会 熊本市退職校長会 

熊本保護観察所 熊本地区保護司会ＯＢぎんなん会 

別紙 １ 
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６ 持続可能な開発目標（SDGｓ）                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【貧困】 

【飢餓】 

【教育】 

【保健】 

【ジェンダー】 

【水・衛生】 

【エネルギー】 

【経済成長と雇用】 

【インフラ、産業化、イノベーション】 

【不平等】 

【持続可能な都市】 

【持続可能な消費と生産】 

【気候変動】 

【海洋資源】 

【陸上資源】 

【平和】 

【実施手段】 

出典：外務省 HP 内 持続可能な開発目標（SDGs）と日本の取組 
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７ 再犯防止関連機関・団体一覧                      

（１） 熊本市再犯防止推進連絡会 

№ 区 分 構 成 団 体 

１ 

関係団体 

熊本市防犯協会 

２ 熊本市保護司会連絡協議会 

３ 熊本県更生保護協会 

４ 熊本県更生保護女性連盟 

５ 更生保護法人 熊本自営会 

６ 社会福祉法人 熊本市社会福祉協議会 

７ 熊本市居住支援協議会 

８ 熊本県地域生活定着支援センター 

９ 熊本地区ＢＢＳ会 

１０ 

経済団体 

熊本商工会議所 

１１ 一般社団法人 熊本青年会議所 

１２ 医療 公益社団法人 熊本県精神科協会 

１３ 

国 

熊本地方検察庁 

１４ 熊本刑務所 

１５ 熊本少年鑑別所 

１６ 熊本保護観察所 

１７ 

県 

熊本県 環境生活部県民生活局くらしの安全推進課 

１８ 熊本県警察本部 熊本市警察部 

１９ 市 熊本市 文化市民局市民生活部生活安全課 
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（２）「熊本市再犯防止推進計画」熊本市関係部署一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 国・県・関係団体 

名  称 所在地 電 話 

熊本地方検察庁 熊本市中央区京町 1 丁目１２－１１ 096-323-9030 

熊本刑務所 熊本市中央区渡鹿７－１２－１ 096-364-3165 

人吉農芸学院 熊本県球磨郡錦町木上北２２３－１ 0966-38-3102 

熊本少年鑑別所 熊本市西区池田 1 丁目９－２７ 096-325-4131 

熊本保護観察所 熊本市中央区大江 3 丁目１－５３ 096-366-8080 

熊本県くらしの安全推進課 熊本市中央区水前寺 6 丁目１８－１ 096-333-2293 

局名 部署名 電話番号

労務厚生課 096-328-2960

契約政策課 096-328-2136

工事契約課 096-328-2442

地域活動推進課 096-328-2036

生涯学習課 096-328-2736

生活安全課 096-328-2397

人権政策課 096-328-2333

男女共同参画課 096-328-2262

健康福祉政策課 096-328-2340

保護管理援護課 096-328-2299

熊本市中央（西・北）生活自立支援センター 096-328-2795

熊本市東生活自立支援センター 096-367-9233

熊本市南生活自立支援センター 096-358-5571

高齢福祉課 096-328-2963

障がい保健福祉課 096-328-2519

精神保健福祉室 096-361-2293

子ども発達支援センター 096-366-8240

こころの健康センター 096-366-1171

医療政策課 096-364-3186

健康づくり推進課 096-361-2145

子ども政策課 096-328-2156

子ども支援課 096-328-2158

子ども・若者総合相談センター 096-366-2525

児童相談所 096-366-8181

経済観光局 経済政策課（しごとづくり推進室） 096-328-2377

住宅政策課 096-328-2438

市営住宅課 096-328-2461

青少年教育課 096-328-2277

指導課 096-328- 2716

総合支援課 096-328-2743

健康教育課 096-328-2728

教育センター 096-359-3200

教育委員会事務局

総務局

文化市民局

健康福祉局

都市建設局
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（４） 居住関係機関 

名  称 所在地 電 話 

熊本市居住支援協議会 熊本市都市建設局住宅部住宅政策課内 096-245-5667 

 

 

（５） 就労関係機関 

名  称 所在地 電 話 

熊本県就労支援事業者機構 
熊本市中央区上通 3-15  

ステラ上通ビル 3 階 
096-288-4375 

ハローワーク熊本 熊本市中央区大江  6－1－38 096-371-8609 

コレワーク九州 福岡市東区若宮 5-3-53 092-661-1174 

熊本労働局 
熊本市西区春日 2-10-1 

熊本地方合同庁舎 A 棟 9 階 
096-312-3877 

熊本県林業従事者育成基金 

林業労働力確保支援センター 
熊本市中央区水前寺 6 丁目 5-19 096-340-1151 

くまもと若者サポート 

ステーション 

熊本市東区栄町 2-15 

県営健軍団地 1 階 
096-365-0117 

ジョブカフェくまもと 
熊本市中央区水前寺 1 丁目 4-1 

水前寺駅ビル 2 階 
096-382-5451 

 

 

（６） 保健医療・福祉関係機関 

名  称 所在地 電 話 

熊本県地域生活定着支援 

センター 

熊本市中央区南千反畑町 3-7 

熊本県総合福祉センター2 階 
096-277-1508 

熊本障害者職業センター 熊本市中央区大江 6 丁目 1-38 096-371-8333 

くまもと障がい者ワーク・ 

ライフサポートセンター「縁」 
熊本市中央区白山 2 丁目 1-1 096-288-0500 

熊本市発達障がい支援 

センターみなわ 

熊本市中央区大江 5 丁目 1 番 1 号 

ウェルパルくまもと 2 階 
096-366-1919 
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（７） 非行防止・就学支援相談機関 

名  称 所在地 電 話 

熊本県子ども・若者総合相談 

センター ～COCON～ 

熊本市東区月出 3 丁目 1-120 

熊本県精神保健福祉センター2 階 
096-387-7000 

肥後っ子サポートセンター 

（少年相談） 

熊本市中央区水前寺 6 丁目 18 番 1 号 

熊本県警察本部少年課内 

0120-024976 

096-384-4976 

熊本県 24 時間子ども SOS 

ダイヤル 
－ 0120-078310 

 

 

（８） 更生保護サポートセンター 

名  称 所在地 電 話 

熊本中央地区 

サポートセンター 

熊本市中央区大江６丁目 1-85 

大江公民館内 
096-342-4551 

熊本東地区 

サポートセンター 

熊本市東区秋津 3 丁目 15-1 

秋津まちづくりセンター1 階  
096-365-7700 

熊本西地区 

サポートセンター 

熊本市西区小島 2 丁目 7-1 

西区役所 1 階 
096-329-9001 

熊本南地区 

サポートセンター 

熊本市南区会富町 1333-1 

飽田まちづくりセンター２階 
096-227-1711 

熊本北地区 

サポートセンター 

熊本市北区鹿子木町 66 

北部まちづくりセンター2 階 
096-245-2211 

 

 

（９） 犯罪被害者等支援機関 

名  称 所在地 電 話 

公益社団法人  

くまもと被害者支援センター 
熊本市中央区水前寺 6 丁目 9-5 096-386-1033 

性暴力被害者のためのサポート 

センター「ゆあさいどくまもと」 

24 時間ホットライン 

― 096-386-5555 
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（１０） その他 

名  称 所在地 電 話 

熊本県女性相談センター 

（配偶者やパートナーからの暴力

に関するご相談） 

熊本市東区長嶺南 2 丁目 3-3 

熊本県総合福祉総合相談所内 

096-381-7110 

（DV 電話相談） 

096-381-4454 

（女性相談） 

熊本こころの電話 － 096-285-6688 

熊本いのちの電話 － 
096-353-4343 

0120-783556 

子どもの人権 110 番 
熊本市中央区大江３丁目 1-53 

熊本地方法務局内 

0120-007110 

096-364-0415 

女性の人権ホットライン 
熊本市中央区大江３丁目 1-53 

熊本地方法務局内 

0570-070-810 

096-364-0417 
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８ 熊本市再犯防止推進計画策定等の経緯                  

  

年度 月 計画策定関係 再犯防止推進モデル事業

平成２９年度 １月 庁内関係課長会議

４月 庁内関係課長会議

７月 刑事司法関連機関等との連絡会

 ８月 刑事司法関連機関等との連絡会

 １０月 刑事司法関連機関等との連絡会

 １１月 刑事司法関連機関等との連絡会

１２月 

１月

２月 刑事司法関連機関等との連絡会

３月

 ４月
平成３１年度　「地域再犯防止推進モデル事業」

委託契約締結⇒就労支援の実施

５月 刑事司法関連機関等との連絡会

 ７月 第1回保護司会との意見交換会

 ９月 刑事司法関連機関等との連絡会

１０月 社会復帰応援企業 求人情報誌発行（２５０部）

応援企業セミナー（２５日）

企業説明会・個別面談会の実施（２６日）

介護職員初任研修養成講座の実施 

（１/９～２/１３）

社会復帰応援企業 求人情報誌発行（４７０部）

４月
令和2年度「地域再犯防止推進モデル事業」

委託契約締結

 ９月 熊本県再犯防止推進連絡協議会（書面） 社会復帰応援企業 求人情報誌発行（４３０部）

庁内関係課長会議

第2回保護司会との意見交換会

第1回熊本市再犯防止推進連絡会

１月

パブリックコメントの実施

安全安心まちづくり推進協議会

（書面報告）

社会復帰応援企業 求人情報誌発行（４３０部）

３月

第２回熊本市再犯防止推進連絡会

（書面報告）

計画策定

平成３０年度　「地域再犯防止推進モデル事業」

委託契約締結⇒実態調査の実施

　<実態調査＞

　　①協力雇用主へのアンケート調査

　　②未協力雇用主へのアンケート調査

　　③支援対象者（入所中・保護観察中）への

　　　アンケート調査

　　④支援団体等への聞き取り調査

１１月

１月

～２月

１０月

平成３０年度

平成３１年度

（令和元年度）

令和２年度
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熊本市再犯防止推進計画 

令和3年3月発行 

   

〒８６０－８６０１ 熊本市中央区手取本町１番１号 

熊本市文化市民局市民生活部生活安全課 

TEL ０９６―３２８－２３９７  FAX ０９６－３５３－２５０１ 

E-mail shiminseikatsuanzen@city.kumamoto.lg.jp 

                             

被 害 者 も 加 害 者 も 生 ま な い 社 会 へ 
心の距離は近くに・・・ 

mailto:shiminseikatsuanzen@city.kumamoto.lg.jp

